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  ○  公共工事の前払金に関する規則の一部を改正する規則 
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  ○  阪神水道企業団議会会議規則の一部を改正する規則 

    

◇◇◇◇公公公公         告告告告◇◇◇◇     

  ○  甲東ポンプ場次亜塩素酸ナトリウム注入設備取替工事に伴う建築工事の条件付

き一般競争入札（事後審査型)の実施について 

  ○  ４期大道導水管更新に伴う鋼管工事の条件付き一般競争入札（事後審査型)の実

施について 

  ○  平成25年度尼崎浄水場特別開放イベント企画・運営業務の公募型プロポーザル

方式の実施について 

  ○  浄化薬品の条件付き一般競争入札(事後審査型)の実施について 

  ○  粒状活性炭の条件付き一般競争入札(事後審査型)の実施について 

  ○  取水ポンプ場取水口清掃等業務委託の条件付き一般競争入札(事後審査型)の実

施について 

  ○  取水ポンプ場取水口清掃等業務委託その２の条件付き一般競争入札（事後審査

型）の実施について 

  ○  平 成 2 5年度本 庁舎及 び送 水セン タ ー等清 掃業 務委託 の 条件付 き一 般競争 入 札

（事後審査型）の実施について 

  ○  平成 2 5年度事業場清掃業務委託の条件付き一般競争入札(事後審査型)の実施に

ついて 

  ○  エレベータ設備保守業務委託の条件付き一般競争入札(事後審査型)の実施につ

いて 

  ○  自動車保険（任意保険） 一式の条件付き一般競争入札(事後審査型)の実施に

ついて 

  ○  沈澱池トラフ清掃業務委託の条件付き一般競争入札(事後審査型)の実施につい

て 
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◇◇◇◇条条条条                    例例例例◇◇◇◇    

 

 阪神水道企業団議会委員会条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成25年２月27日  

                            阪神水道企業団 

                            企業長 山  中    敦   

阪神水道企業団条例第１号  

   阪神水道企業団議会委員会条例の一部を改正する条例 

 阪神水道企業団議会委員会条例（平成７年条例第３号）の一部を次のように改正する。 

 

   改  正  後  改 正  前  

 

 （議会運営委員会の設置） 

第１条 省略  

２  省略  

３  議長は、委員の選任事由が生じたと

き、速やかに選任する。 

４  委員の任期は１年とする。ただし、

後任者が選任されるまで在任する。 

５  補欠委員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

 

 （特別委員会の設置） 

第２条 省略  

２  省略  

３  省略  

４  議長は、委員の選任事由が生じたと

き、速やかに選任する。 

５  特別委員会の委員は、特別委員会に

付議された事件が議会において審議さ

れている間在任する。 

 

 （委員長及び副委員長がともにないと

きの互選） 

第４条 省略  

２  前項の互選の場合には、年長の委員

が委員長の職務を行う。ただし、特別

委員会については、この限りでない。 

 

（委員長の職務代行） 

第６条 委員長に事故あるとき又は委員

長が欠けたときは、副委員長が委員長

の職務を行う。 

２ 省略  

 

 

 

 

 

 （議会運営委員会の設置） 

第１条 省略  

２  省略  

３  委員の任期は１年とする。ただし、

後任者が選任されるまで在任する。 

４ 補欠委員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

 

 

 

 （特別委員会の設置） 

第２条 省略  

２  省略  

３  省略  

 

 

 

 

 

 

 （委員長及び副委員長がともにないと

きの互選） 

第４条 省略  

２  前項の互選の場合には、年長の委員

が委員長の職務を行う。 

 

 

（委員長の職務代行） 

第６条 委員長に事故あるとき、又は委

員長が欠けたときは、副委員長が委員

長の職務を行う。 

２ 省略  

３  第３条第２項及び前項の規定による

互選を行う場合においては、年長の委

員が、臨時に委員長の職務を行う。 
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 （委員長、副委員長、議会運営委員及

び特別委員の辞任） 

第７条 省略  

２  議会運営委員及び特別委員は、議長

の許可を得て辞職することができる。 

 

 

 （委員会の招集） 

第８条 省略  

２  委員の定数の半数以上の者から、審

査又は調査すべき事件を示して、委員

会招集の請求があるときは、委員長は

委員会を招集しなければならない。た

だし、議会運営委員会については、議

長又は２市以上の委員全員から招集の

請求があるときも、委員長は委員会を

招集しなければならない。 

 

 （定足数） 

第９条 委員会は、委員の定数の半数以

上の委員が出席しなければ、会議を開

くことができない。ただし、第 11条の

除斥のために半数に達しないときは、

この限りでない。 

２ 省略  

 

 （秩序保持に関する措置） 

第 16条  委員会において地方自治法（昭

和 22年法 律第 67号）、 阪 神水道 企業団

議会会議規則（昭和42年２月27日議決。

以下「会議規則」という。）又はこの

条例に違反し、その他委員会の秩序を

乱す委員があるときは、委員長は、こ

れを制止し、又は発言を取り消させる

ことができる。 

２ 省略  

３  省略  

 

 （公聴会開催の手続） 

第17条  省略  

２  議長は前項の承認をしたときは、そ

の日時、場所及び意見を聴こうとする

案件その他必要な事項を公示する。 

 

 （公述人の決定） 

第 19条  公聴会において意見を聴こうと

する利害関係者及び学識経験者等（以

下「公述人」という。）は、あらかじ

め文書で申し出た者及びその他の者の

 （委員長、副委員長、議会運営委員及

び特別委員の辞任） 

第７条 省略  

２  議会運営委員並びに特別委員は、議

長 の 許 可 を 得 て 辞 職 す る こ と が で き

る。 

 

 （委員会の招集） 

第８条 省略  

２  委員の定数の半数以上の者から、審

査又は調査すべき事件を示して、委員

会招集の請求があるときは、委員長は

委員会を招集しなければならない。た

だし、議会運営委員会については、議

長又は、２市以上の委員全員から招集

の請求があるときも、委員長は委員会

を招集しなければならない。 

 

 （定足数） 

第９条 委員会は、委員の定数の半数以

上の委員が出席しなければ、会議を開

くことができない。ただし、第 11条の

除斥のために半数に達しない時は、こ

の限りではない。 

２ 省略  

 

 （秩序保持に関する措置） 

第 16条  委員会において地方自治法（昭

和 22年法律第 67号）、阪神水道企業団

議会会議規則（以下「会議規則」とい

う。）又はこの条例に違反し、その他

委 員 会 の 秩 序 を 乱 す 委 員 が あ る と き

は、委員長は、これを制止し又は発言

を取り消させることができる。 

 

２  省略  

３  省略  

 

 （公聴会開催の手続き） 

第17条  省略  

２  議長は前項の承認をしたときは、そ

の日時、場所及び意見を聞こうとする

案件その他必要な事項を公示する。 

 

（公述人の決定） 

第 19条  公聴会において意見を聞こうと

する利害関係者及び学識経験者等（以

下「公述人」という。）は、あらかじ

め文書で申し出た者及びその他の者の
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中から、委員会において定め、議長を

経て本人にその旨を通知する。 

２  あらかじめ申し出た者の中に、その

案件に対して、賛成者及び反対者があ

るときは、一方に偏らないように公述

人を選ばなければならない。 

 

 （公述人の発言） 

第20条  省略  

２  公述人の発言は、その意見を聴こう

と す る 案 件 の 範 囲 を 超 え て は な ら な

い。 

３  公述人の発言がその範囲を超え、又

は 公 述 人 に 不 穏 当 な 言 動 が あ る と き

は、委員長は、発言を制止し、又は退

席させることができる。 

 

 （参考人） 

第23条  省略  

２  前項の場合において、議長は、参考

人にその日時、場所及び意見を聴こう

とする案件その他必要な事項を通知し

なければならない。 

３ 省略  

 

中から、委員会において定め、議長を

経て本人にその旨を通知する。 

２ あらかじめ申し出た者の中に、その

案件に対して、賛成者及び反対者があ

るときは、一方にかたよらないように

公述人を選ばなければならない。 

 

 （公述人の発言） 

第20条  省略  

２  公述人の発言は、その意見を聞こう

と す る 案 件 の 範 囲 を こ え て は な ら な

い。 

３ 公述人の発言がその範囲をこえ、又

は 公 述 人 に 不 穏 当 な 言 動 が あ る と き

は、委員長は、発言を制止し、又は退

席させることができる。 

 

 （参考人） 

第23条  省略  

２  前項の場合において、議長は、参考

人にその日時、場所及び意見を聞こう

とする案件その他必要な事項を通知し

なければならない。 

３ 省略  

備 考  

１  改 正 前の 欄 中 下線 が 引か れ た 部 分 (以 下「 改 正部分 」と い う 。)に 対 応 す る改正 後 の 欄 中下 線 が 引

か れ た 部 分 (以 下「 改正 後部 分 」と い う 。 )が あ る場 合に は 、当 該 改正 部 分 を当 該改 正 後 部 分に 改 め

る 。  

２  改 正 部分 に 対 応す る 改正 後 部 分 がな い 場 合に は 、当 該 改 正 部分 を 削 る。  

３  改 正 後部 分 に 対応 す る改 正 部 分 がな い 場 合に は 、当 該 改 正 部分 を 加 える 。  

４  表 の 改 正 規 定 に お い て 、 改 正 後 部 分 及 び 改 正 後 部 分 に 係 る 罫 線 に 対 応 す る 改 正 部 分 及 び 改 正 部

分 に 係 る 罫線 が な い場 合 には 、 当 該 改正 後 部 分及 び 当該 改 正 後 部分 に 係 る罫 線 を加 え る 。  

   附  則  

 この条例は、平成25年３月１日から施行する。  

 

 

 

◇◇◇◇規規規規                    則則則則◇◇◇◇    

 

 公共工事の前払金に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成 2 5年２月 2 6日  

                            阪神水道企業団 

                            企業長 山  中    敦    

阪神水道企業団規則第１号 

   公共工事の前払金に関する規則の一部を改正する規則 

 公共工事の前払金に関する規則（昭和29年訓令第130号）の一部を次のように改正する。 
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改  正  後  改  正  前  

 

 （前払金の対象及び率） 

第２条  前条に規定する工事に関しては、

設計金額１件500万円以上のものに限り、

当該工事の請負人に対し、請負金額の４

割をこえない範囲内で前払金を支払うこ

とができる。 

 

 

 （前払金の対象及び率） 

第２条  前条に規定する工事に関しては、

請負金額１件500万円以上のものに限り、

当該工事の請負人に対し、請負金額の４

割をこえない範囲内で前払金を支払うこ

とができる。 

 

備 考  

１  改 正 前の 欄 中 下線 が 引か れ た 部 分 (以 下「 改 正 部分 」 と いう 。 )に 対 応 する改 正 後 の 欄中 下 線 が引 か れ

た 部 分 (以 下「 改 正後 部 分」 と い う 。 )が あ る場 合 には 、 当 該 改正 部 分 を当 該 改正 後 部 分 に改 め る 。  

２  改 正 部分 に 対 応す る 改正 後 部 分 がな い 場 合に は 、当 該 改 正 部分 を 削 る。  

３  改 正 後部 分 に 対応 す る改 正 部 分 がな い 場 合に は 、当 該 改 正 部分 を 加 える 。  

４  表 の 改正 規 定 にお い て、改 正 後 部分 及 び 改正 後 部分 に 係 る 罫線 に 対 応す る 改正 部 分 及 び改 正 部 分に 係

る 罫 線 が ない 場 合 には 、 当該 改 正 後 部分 及 び 当該 改 正後 部 分 に 係る 罫 線 を加 え る。  

 

   附  則  

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行し、改正後の公共工事の前払金に関する規則の規定は、

平成2 4年 1 0月１日から適用する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行前に改正前の規則の規定によりすでに支払われた前払金は、改正後の

規則の規定による前払金とみなす。 

 

 

◇◇◇◇告告告告                    示示示示◇◇◇◇    

 

阪神水道企業団告示第１号 

平成 2 5年第１回阪神水道企業団議会定例会を平成25年２月2 7日阪神水道企業団議会議場

に招集する。 

    平成 2 5年２月 2 0日  

阪神水道企業団 

企業長 山  中    敦   

 

 

◇◇◇◇議議議議        会会会会        告告告告        示示示示◇◇◇◇    

 

 

 阪神水道企業団議会会議規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成 25年２月 27日  

                            阪神水道企業団議会  

                             議長 矢  田  立  郎   

阪神水道企業団議会告示第１号 

   阪神水道企業団議会会議規則の一部を改正する規則 

阪神水道企業団議会会議規則（昭和42年２月27日議決）の一部を次のように改正する。  

 

 



    平成25年３月15日      阪 神 水 道 企 業 団 公 報           第254号    

 - 6 - 

 改  正  後  改 正  前  

目次 

 第１章 省略  

第２章 省略  

第３章 省略  

第４章 省略  

第５章 省略  

第６章 省略  

第７章 省略  

第８章 省略  

第９章 公聴会、参考人（第84条～第 90

条）  

 第 10章  請願（第91条～第98条）  

 第 11章  秘密会（第99条・第100条）  

 第 12章  辞職（第101条・第102条）  

 第 13章  規律（第103条～第110条）  

 第 14章  懲罰（第111条～第116条）  

 第 15章  会議録（第117条～第 120条）  

  

第 16章  協議又は調整を行うための場   

   （第 121条）  

 第 17章  議員の派遣（第122条）  

 第 18章  補則（第123条）  

 附則  

 （修正の動議） 

第16条  修正の動議は、その案をそなえ、  

 法第 115条の３の規定によるものについ

ては所定の発議者が連署し、その他の

ものについては２人以上の賛成者とと

もに連署して、議長に提出しなければ

ならない。 

 

 （議案等の説明、質疑及び委員会付託） 

 

第 36条  会議に付する事件は、第94条に規

定する場合を除き、提出者の説明を聞

き、議員の質疑の後、修正案の説明、

第39条後段の規定による質疑、討論、表

決の順序によつて行う。ただし、必要

がある場合は、議員の質疑の後、議会

の議決で議会運営委員会又は特別委員

会に付託する。 

２ 省略  

３  前２項における提出者の説明及び第

１項における委員会の付託は、討論を

用いないで会議にはかつて省略するこ

とができる。 

 

   第９章  公聴会、参考人 

目次  

 第１章 省略  

第２章 省略  

第３章 省略  

第４章 省略  

第５章 省略  

第６章 省略  

第７章 省略  

第８章 省略  

第９章 請願（第84条～第90条）  

  

第 10章  秘密会（第91条・第92条）  

 第 11章  辞職（第93条・第94条）  

 第 12章  規律（第95条～第102条）  

 第 13章  懲罰（第103条～第108条）  

 第 14章  会議録（第109条～第 112条）  

 第 15章  協議又は調整を行うための場   

    （第 113条）  

 第 16章  議員の派遣（第114条）  

 

第 17章  補則（第115条）  

 

附則  

 （修正の動議） 

第16条  修正の動議は、その案をそなえ、  

 法 第 115条 の ２ の 規 定 に よ る も の に つ

いては所定の発議者が連署し、その他

のものについては２人以上の賛成者と

ともに連署して、議長に提出しなけれ

ばならない。  

 

 （議案等の説明、質疑および委員会付

託） 

第 36条  会議に付する 事件は、第 86条に

規定する場合を除き、提出者の説明を

聞き、議員の質疑の後、修正案の説明、

第 39条後段の規定による質疑、討論、

表決の順序によつて行なう。ただし、

必要がある場合は、議員の質疑の後、

議会の議決で議会運営委員会または特

別委員会に付託する。 

２ 省略  

３  前２項における提出者の説明および

第１項における委員会の付託は、討論

を用いないで会議にはかつて省略する

ことができる。 

 

第９章 請願  
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（公聴会開催の手続） 

第 84条  会議 にお いて 公聴会 を開 く議 決

があつたときは、議長は、その日時、

場所及び意見を聴こうとする案件その

他必要な事項を公示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 （意見を述べようとする者の申出） 

第 85条  公聴 会に 出席 して意 見を 述べ よ

うとする者は、文書であらかじめその

理由及び案件に対する賛否を、議長に

申し出なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （公述人の決定） 

第 86条  公聴 会に おい て意見 を聴 こう と

する利害関係者及び学識経験者等（以

下「公述人」という。）は、あらかじめ

文書で申し出た者及びその他の者の中

から、議会において定め、議長から本

人にその旨を通知する。 

２  あらかじめ申し出た者の中に、その

案件に対して、賛成者及び反対者があ

るときは、一方に偏らないように公述

人を選ばなければならない。 

 

 （公述人の発言） 

第 87条  公述 人が 発言 しよう とす ると き

は、議長の許可を得なければならない。 

 

２  公述人の発言は、その意見を聴こう

と す る 案 件 の 範 囲 を 超 え て は な ら な

い。 

３  公述人の発言がその範囲を超え、又

は 公 述 人 に 不 穏 当 な 言 動 が あ る と き

は、議長は、発言を制止し、又は退席

させることができる。 

 

（請願書の記載事項） 

第 84条  請願書には、邦文を用い、請願

の趣旨、提出年月日、請願者の住所お

よび氏名（法人の場合にはその名称お

よび代表者の氏名）を記載し、押印し

なければならない。 

２  請願を紹介する議員は、請願書の表

紙に署名または記名押印しなければな

らない。 

３  請願書の提出は、平穏になされなけ

ればならない。 

 

（請願文書表の作成および配布） 

第 85条  議長は、請願文書表を作成し、

議員に配布する。 

 

 

２  請願文書表には、請願書の受理番号、

請願書の住所および氏名、請願の要旨、

紹介議員の氏名並びに受理年月日を記

載する。 

３  請 願 者 数 人 連 署 の も の は ほ か 何 人

と、同一議員の紹介による数件の内容

同一のものはほか何件と記載する。 

 

（請願の委員会付託） 

第 86条  議長は、請願文書表の配布とと

もに、議長が特に必要があると認める

請願は、議会の議決で特別委員会に付

託することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

（紹介議員の委員会出席） 

第 87条  委員会は、審査のための必要が

あると認めるときは、紹介議員の説明

を求めることができる。 
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 （議員と公述人の質疑） 

第88条  議員は、公述人に対して質疑をす

ることができる。 

 

 

 

２  公述人は、議員に対して質疑をする

ことができない。 

 

 

 

 

 

 （代理人又は文書による意見の陳述） 

 

第 89条  公述人は、代理人に意見を述べさ

せ、又は文書で意見を提示することが

できない。ただし、議会が特に許可し

た場合は、この限りでない。 

 

 

 

 （参考人） 

第 90条  会議 にお いて 参考人 の出 席を 求

める議決があつたときは、議長は、参

考人にその日時、場所及び意見を聴こ

うとする案件その他必要な事項を通知

しなければならない。 

２ 参考人については、第87条、第88条及

び第89条の規定を準用する。 

 

第 10章  請願  

（請願書の記載事項等） 

第91条  請願書には、邦文を用い、請願の

趣旨、提出年月日、請願者の住所及び

氏名（法人の場合にはその名称及び代

表者の氏名）を記載し、押印しなけれ

ばならない。 

２  請願を紹介する議員は、請願書の表

紙に署名又は記名押印しなければなら

ない。 

３  請願書の提出は、平穏になされなけ

ればならない。 

 

 （請願の紹介の取消し） 

第 92条  議員 が請 願の 紹介を 取り 消そ う

とするときは、会議の議題となつた後

においては議会の許可を得なければな

らない。ただし、会議の議題となる前

（請願の審査報告） 

第 88条  委員会は、請願について審査の

結果を次の区分により意見を付け議長

に報告しなければならない。 

⑴ 採択すべきもの 

⑵ 不採択とすべきもの 

２  採択すべきものと決定した請願で、

企業長その他の関係機関に送付するこ

とを適当と認めるもの並びにその処理

の経過および結果の報告を請求するこ

とを適当と認めるものについて、その

旨を付記しなければならない。 

 

（請願の送付並びに処理の経過および

結果報告の請求等） 

第89条  議長は、議会の採択した請願で、

企業長その他の関係機関に送付しなけ

ればならないものは、これを送付し、

その処理の経過および結果の報告を請

求することに決したものについては、

これを請求しなければならない。 

 

（陳情書の処理） 

第 90条  議長は、陳情書またはこれに類

するものでその内容が請願に適合する

ものは、請願書の例により処理するも

のとする。 

 

 

 

 

第 10章  秘密会 

（指定者以外の退場） 

第 91条  秘密会を開く議決があつたとき

は、議長は傍聴人および議長の指定す

る者以外の者を議場の外に退去させな

ければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

（秘密の保持） 

第 92条  秘密会の議事の記録は、公表し

ない。 
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においては、議長の許可を得なければ

ならない。 

２  前 項 の 許 可 を 求 め よ う と す る と き

は、文書により請求しなければならな

い。 

 

（請願文書表の作成及び配布） 

第93条  議長は、請願文書表を作成し、議

員に配布する。 

 

 

２  請願文書表には、請願書の受理番号、

請願者の住所及び氏名、請願の要旨、

紹介議員の氏名並びに受理年月日を記

載する。 

３  請 願 者 数 人 連 署 の も の は ほ か 何 人

と、同一議員の紹介による数件の内容

同一のものはほか何件と記載する。 

 

（請願の委員会付託） 

第94条  議長は、請願文書表の配布ととも

に、議長が特に必要があると認める請

願は、議会の議決で特別委員会に付託

することができる。 

 

 

 

 

 

（紹介議員の委員会出席） 

第95条  委員会は、審査のため必要がある

認めるときは、紹介議員の説明を求め

ることができる。 

 

（請願の審査報告） 

第96条  委員会は、請願について審査の結

果を次の区分により意見を付け、議長

に報告しなければならない。 

⑴ 採択すべきもの 

⑵ 不採択とすべきもの 

２  採択すべきものと決定した請願で、

企業長その他の関係機関に送付するこ

とを適当と認めるもの並びにその処理

の経過及び結果の報告を請求すること

を適当と認めるものについては、その

旨を付記しなければならない。 

 

（請願の送付並びに処理の経過及び結

果報告の請求） 

 

 

２  秘密会の議事は、何人も秘密性の継

続する限り、他に漏らしてはならない。 

 

第 11章  辞職  

（議長および副議長の辞職） 

第 93条  議長が辞職しようとするときは

副議長に、副議長が辞職しようとする

ときは議長に、辞表を提出しなければ

ならない。 

２  前項の辞表は、議会に報告し、討論

を用いないで会議にはかつてその許否

を決める。 

 

３  閉会中に副議長の辞職を許可した場

合は、議長は、その旨を次の議会に報

告しなければならない。 

 

（議員の辞職） 

第 94条  議 員 が 辞 職 し よ う と す る と き

は、議長に辞表を提出しなければなら

ない。 

 

 

２  前条第２項および第３項の規定は、

議員の辞職について、準用する。 

 

第 12章  規律  

（品位の尊重） 

第 95条  議員は、議会の品位を重んじな

ければならない。 

 

 

（携帯品） 

第96条  議場に入る者は、帽子、外とう、

えり巻、つえ、かさの類を着用し、ま

たは携帯してはならない。ただし、病

気その他の理由により議長の許可を得

たときは、この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

（議事妨害の禁止） 

 



    平成25年３月15日      阪 神 水 道 企 業 団 公 報           第254号    

 - 10 - 

第 97条  議長は、議会の採択した請願で、

企業長その他の関係機関に送付しなけ

ればならないものは、これを送付し、

その処理の経過及び結果の報告を請求

することに決したものについては、こ

れを請求しなければならない。 

 

（陳情書の処理） 

第98条  議長は、陳情書又はこれに類する

もので、その内容が請願に適合するも

のは、請願書の例により処理するもの

とする。 

 

第 11章  秘密会 

（指定者以外の者の退場） 

第 99条  秘密 会を 開く 議決が あつ たと き

は、議長は傍聴人及び議長の指定する

者以外の者を議場の外に退去させなけ

ればならない。 

 

（秘密の保持） 

第 100条  秘密会の議事の記録は、公表し

ない。 

 

２  秘密会の議事は、何人も秘密性の継

続する限り、他に漏らしてはならない。 

 

第 12章  辞職  

（議長及び副議長の辞職） 

第 101条  議長が辞職しようとするときは

副議長に、副議長が辞職しようとする

ときは議長に、辞表を提出しなければ

ならない。 

２  前項の辞表は、議会に報告し、討論

を用いないで会議にはかつてその許否

を決める。 

３  閉会中に副議長の辞職を許可した場

合は、議長は、その旨を次の議会に報

告しなければならない。 

 

（議員の辞職） 

第 102条  議 員 が 辞 職 し よ う と す る と き

は、議長に辞表を提出しなければなら

ない。 

 

２  前条第２項及び第３項の規定は、議

員の辞職について、準用する。 

 

第 13章  規律  

第 97条  何人も、会議中は、みだりに発

言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる

言動をしてはならない。 

 

 

 

 

（離席） 

第 98条  議員は、会議中に、みだりに議

席を離れてはならない。 

 

 

 

 

（飲食、喫煙の禁止） 

第 99条  何人も、議場において飲食また

は喫煙してはならない。 

 

 

 

（新聞等の閲読禁止） 

第100条  何人も、会議中は、参考のため

にするもののほか、新聞紙または書籍

の類を閲読してはならない。 

 

 

 

 

（許可のない登壇の禁止） 

第101条  何人も、議長の許可がなければ

演壇に登つてはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（議長の秩序保持権） 

第102条  すべて規律に関する問題は、議

長が定める。ただし議長は必要がある

と認めるときは、討論を用いないで会

議にはかつて決める。 

 

 

 

第 13章  懲罰  
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（品位の尊重） 

第 103条  議員は、議会の品位を重んじな

ければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

（携帯品） 

第104条  議場に入る者は、帽子、外とう、

えり巻、つえ、かさの類を着用し、又

は携帯してはならない。ただし、病気

その他の理由により議長の許可を得た

ときは、この限りでない。 

 

（議事妨害の禁止） 

第 105条  何人も、会議中は、みだりに発

言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる

言動をしてはならない。 

 

（離席） 

第 106条  議員は、会議中は、みだりに議

席を離れてはならない。 

 

 

 

 

 

（飲食、喫煙の禁止） 

 

第 107条  何人も、議場において飲食又は

喫煙してはならない。 

 

 

 

（新聞等の閲読禁止） 

第 108条  何人も、会議中は、参考のため

にするもののほか、新聞紙又は書籍の

類を閲読してはならない。 

 

 

（許可のない登壇の禁止） 

第 109条  何人も、議長の許可がなければ

演壇に登つてはならない。 

 

 

 

（懲罰動議の提出） 

第103条  懲罰の動議は、文書をもつて所

定の発議者が連署して、議長に提出し

なければならない。 

２  前項の動議は、懲罰事犯があつた日

から起算して３日以内に提出しなけれ

ばならない。ただし、第 92条第２項の

違反に係るものについては、この限り

でない。 

 

（懲罰動議の審査） 

第104条  懲罰については、議会は、委員

会の付託を省略して議決することはで

きない。 

 

 

 

（戒告または陳謝の方法） 

第105条  戒告または陳謝は、議会の定め

る戒告文または陳謝文によつて行なう

ものとする。 

 

（出席停止の期間） 

第106条  出席停止は、５日をこえること

ができない。ただし、数個の懲罰事犯

が併発した場合または既に出席を停止

された者についてその停止期間内に更

に懲罰事犯が生じた場合は、この限り

でない。 

 

（ 出 席 停 止 期 間 中 出 席 し た と き の 措

置） 

第 107条  出 席 を 停 止 さ れ た 者 が そ の 期

間内に議会の会議または委員会に出席

したときは、議長または委員長は、直

ちに退去を命じなければならない。 

 

（懲罰の宣告） 

第 108条  議 会 が 懲 罰 の 議 決 を し た と き

は、議長は、公開の議場において宣告

する。 

 

第 14章  会議録 

（会議録の記載事項） 

第 109条  会 議 録 に 記 載 す る 事 項 は 次 の

通りとする。 

⑴  開会および閉会に関する事項並び

にその年月日時 

⑵  開議、散会、延会、中止および休
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（議長の秩序保持権） 

第 110条  すべて規律に関する問題は、議

長が定める。ただし、議長は、必要が

あると認めるときは、討論を用いない

で会議にはかつて決める。 

 

第 14章  懲罰  

（懲罰動議の提出） 

第 111条  懲罰の動議は、文書をもつて所

定の発議者が連署して、議長に提出し

なければならない。 

 

２  前項の動議は、懲罰事犯があつた日

から起算して３日以内に提出しなけれ

ばならない。ただし、第100条第２項の

違反に係るものについては、この限り

でない。 

 

（懲罰動議の審査） 

第 112条  懲罰については、議会は、委員

会の付託を省略して議決することはで

きない。 

 

 

（戒告又は陳謝の方法） 

第 113条  戒告又は陳謝は、議会の定める

戒告文又は陳謝文によつて行うものと

する。 

憩の日時 

⑶ 出席および欠席議員の氏名 

⑷  職務のため議場に出席した職員の

職氏名 

⑸ 説明のため出席した者の職氏名 

⑹ 議事日程 

⑺  議長の諸報告 

⑻  議員の異動並びに議席の指定およ

び変更 

⑼  委員会報告書および少数意見報告

書 

⑽ 会議に付した事件 

⑾  議案の提出、撤回および訂正に関

する事項 

⑿ 選挙の経過 

⒀ 議事の経過 

⒁ 記名投票における賛否の氏名 

⒂  その他議長または議会において必

要と認めた事項 

２ 議事は、速記法によつて速記する。 

 

（会議録の配布） 

第110条  会議録は、印刷して、議員およ

び関係者に配布する。 

 

 

 

 

（会議録に掲載しない事項） 

第111条  前条の会議録には、秘密会の議

事並びに議長が取消を命じた発言およ

び第 60条の規定により取り消した発言

は、掲載しない。 

 

 

 

 

 

 

（会議録署名議員） 

第112条  会議録に署名する議員は、２人

とし、議長が会議において指名する。 

 

 

第 15章  協議又は調整を行うための場 

 （協議又は調整を行うための場） 

第 113条  法 第 100条 第 12項 に 規 定 す る 議

案の審査又は議会の運営に関し協議又

は調整を行うための場（以下「協議等
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（出席停止の期間） 

第 114条  出席停止は、５日を超えること

ができない。ただし、数個の懲罰事犯

が併発した場合又は既に出席を停止さ

れた者についてその停止期間内に更に

懲罰事犯が生じた場合は、この限りで

ない。 

 

 

 

 

 

 

（ 出 席 停 止 期 間 中 出 席 し た と き の 措

置） 

第 115条  出席を停止された者がその期間

内に議会の会議又は委員会に出席した

ときは、議長又は委員長は、直ちに退

去を命じなければならない。 

 

（懲罰の宣告） 

第 116条  議 会 が 懲 罰 の 議 決 を し た と き

は、議長は、公開の議場において宣告

する。 

 

第 15章  会議録 

（会議録の記載事項） 

第 117条  会議録に記載する事項は、次の

とおりとする。 

⑴  開会及び閉会に関する事項並びに

その年月日時 

⑵  開議、散会、延会、中止及び休憩

の日時 

⑶ 出席及び欠席議員の氏名 

⑷  職務のため議場に出席した職員の

職氏名 

の場」という。）を別表のとおり設け

る。 

２  前項で定めるもののほか、協議等の

場 を 臨 時 的 に 設 け る 必 要 が あ る と き

は、議会の議決でこれを決定する。 

３  前項の規定により、協議等の場を設

けるに当たつては、名称、目的、構成

員及び招集権者を明らかにしなければ

ならない。 

４  協議等の場の運営その他必要な事項

は、議長が別に定める。 

 

第 16章  議員の派遣 

（議員の派遣） 

第 114条  法 第 100条 第 13項 の 規 定 に よ り

議員を派遣しようとするときは、議会

の議決でこれを決定する。ただし、緊

急を要する場合または閉会中にあつて

は、議長において議員の派遣を決定す

ることができる。 

２  前項の規定により、議員の派遣を決

定するに当たつては、派遣の目的、場

所、期間その他必要な事項を明らかに

しなければならない。 

 

第 17章  補則  

（会議規則の疑義に対する措置） 

 

第 115条  この規則の疑義は、議長が決め

る。ただし、異議があるときは会議に

はかつて決める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    平成25年３月15日      阪 神 水 道 企 業 団 公 報           第254号    

 - 14 - 

⑸  説明のため出席した者の職氏名 

⑹ 議事日程 

⑺  議長の諸報告 

⑻  議員の異動並びに議席の指定及び

変更 

⑼ 委員会報告書及び少数意見報告書 

⑽ 会議に付した事件 

⑾  議案の提出、撤回及び訂正に関す

る事項 

⑿ 選挙の経過 

⒀ 議事の経過 

⒁ 記名投票における賛否の氏名 

⒂  その他議長又は議会において必要

と認めた事項 

２ 議事は、速記法によつて速記する。 

 

（会議録の配布） 

第 118条  会議録は、印刷して、議員及び

関係者に配布する。 

 

（会議録に掲載しない事項） 

第 119条  前条の会議録には、秘密会の議

事並びに議長が取消しを命じた発言及

び第 60条 の規 定 によ り 取り 消 した 発 言

は、掲載しない。 

 

（会議録署名議員） 

第 120条  会議録に署名する議員は、２人

とし、議長が会議において指名する。 

 

第 16章  協議又は調整を行うための場 

 （協議又は調整を行うための場） 

第 121条  法 第 100条 第 12項 に 規 定 す る 議

案の審査又は議会の運営に関し協議又

は調整を行うための場（以下「協議等

の場」という。）を別表のとおり設け

る。 

２  前項で定めるもののほか、協議等の

場 を 臨 時 的 に 設 け る 必 要 が あ る と き

は、議会の議決でこれを決定する。 

３  前項の規定により、協議等の場を設

けるに当たつては、名称、目的、構成

員及び招集権者を明らかにしなければ

ならない。 

４  協議等の場の運営その他必要な事項

は、議長が別に定める。 

 

第 17章  議員の派遣 

（議員の派遣） 
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第 122条  法 第 100条 第 13項 の 規 定 に よ り

議員を派遣しようとするときは、議会

の議決でこれを決定する。ただし、緊

急 を 要 す る 場 合 又 は 閉 会 中 に あ つ て

は、議長において議員の派遣を決定す

ることができる。 

２  前項の規定により、議員の派遣を決

定するに当たつては、派遣の目的、場

所、期間その他必要な事項を明らかに

しなければならない。 

 

第 18章  補則  

（会議規則の疑義に対する措置） 

第 123条  この規則の疑義は、議長が決め

る。ただし、異議があるときは、会議

にはかつて決める。 

 

別表（第121条） 

 省略  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表（第113条） 

 省略  

備 考  

１  改 正 前の 欄 中 下線 が 引か れ た 部 分 (以 下「 改正 部分 」と い う 。 )に 対 応 す る改 正 後 の 欄中 下 線 が引

か れ た 部 分 (以 下「 改 正後部 分 」と い う。 )が あ る 場合 に は、 当 該 改正 部 分 を当該 改 正 後 部分 に 改 め

る 。  

２  改 正 部分 に 対 応す る 改正 後 部 分 がな い 場 合に は 、当 該 改 正 部分 を 削 る。  

３  改 正 後部 分 に 対応 す る改 正 部 分 がな い 場 合に は 、当 該 改 正 部分 を 加 える 。  

４  表 の 改正 規 定 にお い て、改 正 後 部分 及 び 改正 後 部分 に 係 る 罫線 に 対 応す る 改正 部 分 及 び改 正 部 分

に 係 る 罫 線が な い 場合 に は、 当 該 改 正後 部 分 及び 当 該改 正 後 部 分に 係 る 罫線 を 加え る 。  

 

   附  則  

 この規則は、公布の日から施行する。  

 

 

◇◇◇◇公公公公                    告告告告◇◇◇◇    

 

阪神水道企業団公告 

 事後審査型条件付き一般競争入札により契約を締結するので、次のとおり公告する。 

 本入札案件は兵庫県電子入札共同運営システム（以下「電子入札システム」という。）を

利用して行う電子入札案件であり、入札に関する手続については、「兵庫県電子入札共同運

営システム利用規約」及び「兵庫県電子入札共同運営システム阪神水道企業団運用基準」

に従って行う。 

  平成 2 5年２月 2 6日  

                            阪神水道企業団 

                            企業長 山  中    敦   

１  入札に付する事項 

 ⑴  起工番号   改送第７号 

   工  事  名    甲東ポンプ場次亜塩素酸ナトリウム注入設備取替工事に伴う建築工

事 

 ⑵  工事場所   甲東ポンプ場（西宮市上大市３丁目２番5 3号 ) 
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 ⑶  工事概要   甲東ポンプ場の次亜塩素酸ナトリウム注入設備取替工事に伴う建築

工事を行う。 

  ア  次亜塩素酸ナトリウム貯蔵室築造工  一式  

   (ア) 規模  床面積7 0 . 0㎡、建築面積7 0 . 0㎡、軒高6 . 2ｍ  

   (イ) 構造  鉄筋コンクリート造、平屋建て 

   (ｳ) 基礎  杭基礎（羽根付鋼管杭） 

 ⑷  工事期間   契約締結日の翌日から平成2 5年 1 1月 2 9日㈮まで 

 ⑸  支払方法   完成払い 

 ⑹  前  金  払    あり  

 ⑺  予定価格   事後公表 

 ⑻  最低制限価格 設定あり 

２ 応募方法  単独企業による。 

３ 入札参加資格 

  次に掲げる事項のいずれにも該当すること。 

 ⑴  阪神水道企業団（以下「企業団」という。）における平成 2 3・ 2 4年度競争入札参加

資格（登録工種：建築一式工事）を有していること。 

 ⑵  地方自治法施行令（昭和 2 2年政令第 1 6号）第 167条の４に規定する入札参加資格制

限に該当しないこと。 

 ⑶  企業団指名停止基準に基づく指名停止を、入札参加申込日から開札日までの間に受

けていないこと。 

 ⑷  会社更生法（平成1 4年法律第 1 5 4号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生

法（平成 1 1年法律第 225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であ

ること（会社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開

始の決定があった場合を除く。）。 

 ⑸  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第

６号に規定する暴力団員が役員又は代表者として、若しくは実質的に経営に関与して

いる団体、役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に

規定する暴力団又は暴力団員（以下「暴力団等」という。）に金銭的な援助を行ってい

る団体、その他暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している団体ではないこ

と。 

 ⑹  建設業法（昭和 2 4年法律第 1 0 0号）に規定する経営事項審査結果の建築一式工事の

総合評定値が 8 2 1点以上かつ1 1 4 0点以下で、本契約予定日（平成 2 5年３月下旬）まで

有効期間があること。 

 ⑺  平成 1 4年度以降において、国及び地方公共団体若しくはこれらに準ずる機関発注工

事の元請として、仕様書に記す建築面積以上の鉄筋コンクリート造建築物の施工実績

を有すること。 

４ 入札に必要な書類の交付 

  企業団ホームページ（http://www.hansui.or.jp/）「入札・契約情報」内の当該入札公

告ページ（以下「入札公告ページ」という。）からダウンロードすること。 

５ 設計図書に関する質問 

  設計図書に関して質問があるときは、電子入札システム上の質問回答機能によらず、

次のとおり電子メール（入札公告ページに掲載の指定様式）により受け付ける。 

 ⑴  受付期限   平成 2 5年３月６日㈬ 午後５時0 0分まで 

 ⑵  送  信  先    阪神水道企業団 総務部総務課契約係 宛  

          E-mail keiyaku@hansui.or.jp 

 ⑶  回  答  日    平成 2 5年３月 1 1日㈪に入札公告ページに掲載する。 

６ 入札参加申込方法 

  入札参加を希望する者は、次のとおり入札参加に必要な書類を電子入札システムによ

り送信すること。 
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 ⑴  提出書類 

  ア  条件付き一般競争入札参加申込書（様式第１号。申込者の印を押印のこと。） 

  イ  添付書類 

   (ア) 同種又は類似工事の施工実績（様式第２号） 

   ( イ ) 建設業の許可及び経営事項審査結果（様式第４号） 

 ⑵  留意事項   添付書類のファイル容量が１ＭＢを超える場合は、電子入札システ

ム上で資料目録（様式第６号）を送信し、添付書類を次の電子メール

アドレス宛に送信又は持参により提出すること。 

          阪神水道企業団 総務部総務課契約係 宛  

          E-mail keiyaku@hansui.or.jp 

 ⑶  受付期間   公告日から平成2 5年３月1 4日㈭まで（土曜日、日曜日及び祝日を除

く。）電子入札システムの稼働時間内（午前９時0 0分から午後８時0 0分。

ただし、最終日は午後５時0 0分まで） 

７  紙入札（紙の入札書を提出して行う入札をいう。以下同じ。）による入札参加申込方法 

  やむを得ない事情により電子入札システムを使用して入札に参加できない場合は、次

のとおり紙入札参加に必要な書類を持参により提出すること。郵送は認めない。 

 ⑴  提出書類 

  ア  紙入札参加承認願（様式第５号。電子入札システムを使用できない理由を記載の

こと。） 

  イ  上記６⑴に示す提出書類 

 ⑵  受付期間   公告日から平成2 5年３月1 3日㈬まで（土曜日、日曜日及び祝日を除

く。）毎日午前９時3 0分から午後４時3 0分まで（午前1 1時 3 0分から午後

１時3 0分までを除く。） 

 ⑶  提出場所   本庁舎  ３階  総務部総務課契約係 

          神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号 

８  入札書提出期間及び方法 

 ⑴  電子入札システムにより入札する場合 

  ア  提出期間   第１日目平成2 5年３月1 5日㈮午前９時0 0分から午後８時0 0分まで 

           第２日目平成2 5年３月1 8日㈪午前９時0 0分から午後３時0 0分まで 

  イ  方   法    電子入札システムにより、入札書に工事費内訳書（設計書様式第

３号の２甲及び乙に示す様式）を添付して送信すること。入札書、

入札書受信確認通知及び入札書受付票は控えとして印刷し保存する

こと。 

 ⑵  紙入札により入札する場合（紙入札の承認を得た場合に限る。） 

  ア  提出期限   入札日第２日目の午後３時0 0分まで 

  イ  方   法    本庁舎３階総務部総務課契約係まで入札書及び工事費内訳書を持

参により提出すること。郵送は認めない。 

９ 開札日時、場所及び落札候補者決定の方法 

 ⑴  開札日時   平成 2 5年３月 1 9日㈫ 午前９時3 0分から 

 ⑵  落札候補者の決定方法 

  ア  入札金額が企業団の定めた予定価格の範囲内で、最低の価格をもって入札した者

（以下「最低価格入札者」という。）を落札候補者とし、落札の決定を保留する。 

  イ  同価による最低価格入札者が２者以上いるときは、電子入札システムの抽選機能

により落札候補者を決定する。 

  ウ  再入札は原則１回とする。再入札に参加する者は、再入札通知書発行後3 0分以内

に入札書を再度送信すること。同時刻までに再入札がない者は入札を辞退したもの

とみなす。 

 ⑶  開札結果の通知 

   開札後、開札結果に応じて、次の通知書を電子入札システムにより発行するので、
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その内容を確認し、印刷して保存すること。 

  ア  落札候補者がある場合  「調査・保留通知書」 

  イ  入札を打ち切る場合   「取止め通知書」 

  ウ  再入札の場合      「再入札通知書」 

1 0 落札候補者に対する入札参加資格の審査及び落札者の決定 

 ⑴  入札参加資格の審査結果により、落札候補者の取扱いは次のいずれかによるものと

する。 

  ア  落札候補者が入札参加資格を有する者であることを確認した場合は、その者を落

札者と決定する。 

  イ  落札候補者が入札参加資格を有しない者であることを確認した場合は、当該落札

候補者の入札を無効とする。この場合、当該落札候補者以外の者のうち最低の価格

をもって入札した者を新たに落札候補者とし、入札参加資格の審査を行う。以後、

落札者が決定するまで同様の手続を繰り返す。 

 ⑵  審査の結果、落札候補者の入札を無効にした場合には、入札を無効にした理由を付

して当該落札候補者に通知する。 

 ⑶  落札候補者は、正当な理由がある場合を除き、落札者となることを辞退することが

できない。 

1 1 入札保証金 

  免除  

1 2 契約保証金 

  保険会社との間に企業団を被保険者とする履行保証保険契約（定額てん補、付保割合

1 0 0分の５以上）を締結し、その証書を提出すること。 

1 3 入札の無効 

  次のいずれかに該当する入札書は無効とする。 

 ⑴  入札者及びその代理人が他の入札の代理人となり、又は数人共同して入札をしたと

き。 

 ⑵  入札者の資格のない者が入札したとき。 

 ⑶  この入札に参加する複数の者の関係が、以下のアからウまでのいずれかに該当する

場合には、該当する者のした入札（該当する者が、共同企業体の代表者以外の構成員

である場合の入札を除く。）は全て無効とする。ただし、該当する者の１者を除く全て

が入札を辞退した場合には、残る１者の入札は無効とはならない。 

  ア  資本関係 

    以下のいずれかに該当する２者の場合。ただし、子会社（会社法第２条第３号及

び会社法施行規則第３条の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は子会社の一方

が会社更生法第２条第７項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又は民

事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除く。 

   (ア) 親会社（会社法第２条第４号及び会社法施行規則第３条の規定による親会社を

いう。以下同じ。）と子会社の関係にある場合 

   (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

  イ  人的関係 

    以下のいずれかに該当する２者の場合。ただし、(ア)については、会社の一方が更

生会社又は 民事再生 法第２条第 ４号に規 定する再生 手続が存 続中の会社 である 場

合は除く。 

   (ア) 一方の会社の代表権を有する者（個人商店の場合は代表者。以下同じ。）が、

他方の会社の代表権を有する者を現に兼ねている場合 

   (イ) 一方の会社の代表権を有する者が、他方の会社の会社更生法第6 7条第１項又は

民事再生法第64条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 

  ウ  その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 

   (ア) その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる
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場合  

   (イ) 中小企業等協同組合法（昭和 2 4年法律第1 8 1号）第３条に規定する中小企業等

協同組合とその組合員の関係にある場合 

 ⑷  前各号に掲げる者のほか、特に指定した事項に違反したとき。 

1 4 契約に関する条件 

  契約金額（消費税込）が 2 0 0万円を超える場合には、落札者が暴力団でないこと等に

ついての誓約書等を契約締結以前に提出すること。 

1 5 その他留意事項 

 ⑴  提出された書類の作成に要する費用は、入札参加者の負担とする。 

 ⑵  提出された書類は返却しない。 

 ⑶  提出された書類に虚偽の記載をした者は、指名停止基準により６箇月の指名停止と

なり、その者のした入札は無効とする。 

 ⑷  入札者は開札後、本公告及び関係法令等の入札条件の不知又は内容の不明を理由と

して、異議を申し立てることはできない。 

 ⑸  契約を締結した者は、この建設工事の一部について締結する請負契約及び資材又は

原材料の購入契約その他のこの契約の履行に伴い締結する契約（以下「下請契約等」

という。）を締結する場合において、その契約金額（同一の者と複数の下請契約等を締

結する場合は、その合計金額）が200万円を超えるときには、その相手方が暴力団でな

いこと等についての誓約書を提出させ、当該契約書の写し（「暴力団排除に関する特約」

第３項の規定によりこの項に準じて下請契約等に定めた規定により提出させた誓約書

の写しを含む。）を企業団に提出すること。 

本件入札に関する問い合わせ先 

 阪神水道企業団 総務部総務課契約係 

 〒 6 5 8-0 0 7 3 兵庫県神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号 

 電  話 (0 7 8)4 3 1-1 9 0 2（直通） 

 ＦＡＸ(0 7 8)4 3 1-2 6 6 4 

                                         

阪神水道企業団公告 

 事後審査型条件付き一般競争入札により契約を締結するので、次のとおり公告する。 

 本入札案件は兵庫県電子入札共同運営システム（以下「電子入札システム」という。）を

利用して行う電子入札案件であり、入札に関する手続については、「兵庫県電子入札共同運

営システム利用規約」及び「兵庫県電子入札共同運営システム阪神水道企業団運用基準」

に従って行う。 

  平成 2 5年２月 2 6日  

                            阪神水道企業団 

                            企業長 山  中    敦   

１  入札に付する事項 

 ⑴  起工番号   大導第４号 

   工  事  名    ４期大道導水管更新に伴う鋼管工事 

 ⑵  工事場所   豊中市小曽根３丁目６番地先から尼崎市田能５丁目1 1番１号（猪名

川浄水場）まで 

 ⑶  工事概要   ４期大道導水管をパイプインパイプ工法で更新するに当たり、必要

となる鋼管の管体製作並びに現場での据付け、継手工事等を行う。 

  ア  材料製作 

   (ア) 鋼管（本管部）1800A～ 1350A  L=4538.6ｍ  

   (イ) その他  一式 

  イ  据付け及び継手工  一式  

  ウ  仮設備工      一式  
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 ⑷  工事期間   契約締結日の翌日から平成2 7年３月2 5日㈬まで 

 ⑸  支払方法   ２回払い（中間１回） 

 ⑹  前  金  払    なし  

 ⑺  予定価格   事後公表 

 ⑻  最低制限価格 設定あり 

２ 応募方法  単独企業による。 

３ 入札参加資格 

  次に掲げる事項のいずれにも該当すること。 

 ⑴  阪神水道企業団（以下「企業団」という。）における平成 2 3・ 2 4年度競争入札参加

資格（登録工種：水道施設工事）を有していること。 

 ⑵  地方自治法施行令（昭和 2 2年政令第 1 6号）第 167条の４に規定する入札参加資格制

限に該当しないこと。 

 ⑶  企業団指名停止基準（以下「指名停止基準」という。）に基づく指名停止を、入札参

加申込日から開札日までの間に受けていないこと。 

 ⑷  会社更生法（平成1 4年法律第 1 5 4号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生

法（平成 1 1年法律第 225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であ

ること（会社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開

始の決定があった場合を除く。）。 

 ⑸  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第7 7号）第２条第

６号に規定する暴力団員が役員又は代表者として、若しくは実質的に経営に関与して

いる団体、役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に

規定する暴力団又は暴力団員（以下「暴力団等」という。）に金銭的な援助を行ってい

る団体、その他暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している団体ではないこ

と。 

 ⑹  建設業法（昭和 2 4年法律第 1 0 0号）に規定する経営事項審査結果の水道施設工事の

総合評定値が11 4 1点以上で、本契約予定日（平成2 5年３月下旬）まで有効期間がある

こと。 

 ⑺  平成 1 4年度以降において、水道事業体発注工事の元請として、口径 800 m m以上の水

道用鋼管工事（水道用鋼管の製作、据付け及び継手工事の施工）を完成させた実績を

有すること。 

４ 入札に必要な書類の交付 

  企業団ホームページ（http://www.hansui.or.jp/）「入札・契約情報」内の当該入札公

告ページ（以下「入札公告ページ」という。）からダウンロードすること。 

５ 設計図書に関する質問 

  設計図書に関して質問があるときは、電子入札システム上の質問回答機能によらず、

次のとおり電子メール（入札公告ページに掲載の指定様式）により受け付ける。 

 ⑴  受付期限   平成 2 5年３月６日㈬ 午後５時0 0分まで 

 ⑵  送  信  先    阪神水道企業団 総務部総務課契約係 宛  

          E-mail keiyaku@hansui.or.jp 

 ⑶  回  答  日    平成 2 5年３月 1 1日㈪に入札公告ページに掲載する。 

６ 入札参加申込方法 

  入札参加を希望する者は、次のとおり入札参加に必要な書類を電子入札システムによ

り送信すること。 

 ⑴  提出書類 

  ア  条件付き一般競争入札参加申込書（様式第１号。申込者の印を押印のこと。） 

  イ  添付書類 

   (ア) 同種又は類似工事の施工実績（様式第２号） 

   ( イ ) 建設業の許可及び経営事項審査結果（様式第４号） 

 ⑵  留意事項   添付書類のファイル容量が１ＭＢを超える場合は、電子入札システ
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ム上で資料目録（様式第６号）を送信し、添付書類を次の電子メール

アドレス宛に送信又は持参により提出すること。 

          阪神水道企業団 総務部総務課契約係 宛  

          E-mail keiyaku@hansui.or.jp 

 ⑶  受付期間   公告日から平成2 5年３月1 4日㈭まで（土曜日、日曜日及び祝日を除

く。）電子入札システムの稼働時間内（午前９時0 0分から午後８時0 0分。

ただし、最終日は午後５時0 0分まで） 

７  紙入札（紙の入札書を提出して行う入札をいう。以下同じ。）による入札参加申込方法 

  やむを得ない事情により電子入札システムを使用して入札に参加できない場合は、次

のとおり紙入札参加に必要な書類を持参により提出すること。郵送は認めない。 

 ⑴  提出書類 

  ア  紙入札参加承認願（様式第５号。電子入札システムを使用できない理由を記載の

こと。） 

  イ  上記６⑴に示す提出書類 

 ⑵  受付期間   公告日から平成2 5年３月1 3日㈬まで（土曜日、日曜日及び祝日を除

く。）毎日午前９時3 0分から午後４時3 0分まで（午前1 1時 3 0分から午後

１時3 0分までを除く。） 

 ⑶  提出場所   本庁舎  ３階  総務部総務課契約係 

          神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号 

８  入札書提出期間及び方法 

 ⑴  電子入札システムにより入札する場合 

  ア  提出期間   第１日目平成2 5年３月1 5日㈮午前９時0 0分から午後８時0 0分まで 

           第２日目平成2 5年３月1 8日㈪午前９時0 0分から午後３時0 0分まで 

  イ  方   法    電子入札システムにより、入札書に工事費内訳書（設計書様式第

３号の２甲及び乙に示す様式）を添付して送信すること。入札書、

入札書受信確認通知及び入札書受付票は控えとして印刷し保存する

こと。 

 ⑵  紙入札により入札する場合（紙入札の承認を得た場合に限る。） 

  ア  提出期限   入札日第２日目の午後３時0 0分まで 

  イ  方   法    電本庁舎３階総務部総務課契約係まで入札書及び工事費内訳書を

持参により提出すること。郵送は認めない。 

９ 開札日時、場所及び落札候補者決定の方法 

 ⑴  開札日時   平成 2 5年３月 1 9日㈫ 午前 1 0時 0 0分から  

 ⑵  落札候補者の決定方法 

  ア  入札金額が企業団の定めた予定価格の範囲内で、最低の価格をもって入札した者

（以下「最低価格入札者」という。）を落札候補者とし、落札の決定を保留する。 

  イ  同価による最低価格入札者が２者以上いるときは、電子入札システムの抽選機能

により落札候補者を決定する。 

  ウ  再入札は原則１回とする。再入札に参加する者は、再入札通知書発行後3 0分以内

に入札書を再度送信すること。同時刻までに再入札がない者は入札を辞退したもの

とみなす。 

 ⑶  開札結果の通知 

   開札後、開札結果に応じて、次の通知書を電子入札システムにより発行するので、

その内容を確認し、印刷して保存すること。 

  ア  落札候補者がある場合  「調査・保留通知書」 

  イ  入札を打ち切る場合   「取止め通知書」 

  ウ  再入札の場合      「再入札通知書」 

1 0 落札候補者に対する入札参加資格の審査及び落札者の決定 

 ⑴  入札参加資格の審査結果により、落札候補者の取扱いは次のいずれかによるものと
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する。  

  ア  落札候補者が入札参加資格を有する者であることを確認した場合は、その者を落

札者と決定する。 

  イ  落札候補者が入札参加資格を有しない者であることを確認した場合は、当該落札

候補者の入札を無効とする。この場合、当該落札候補者以外の者のうち最低の価格

をもって入札した者を新たに落札候補者とし、入札参加資格の審査を行う。以後、

落札者が決定するまで同様の手続を繰り返す。 

 ⑵  審査の結果、落札候補者の入札を無効にした場合には、入札を無効にした理由を付

して当該落札候補者に通知する。 

 ⑶  落札候補者は、正当な理由がある場合を除き、落札者となることを辞退することが

できない。 

1 1 入札保証金 

  免除  

1 2 契約保証金 

  保険会社との間に企業団を被保険者とする履行保証保険契約（定額てん補、付保割合

1 0 0分の５以上）を締結し、その証書を提出すること。 

1 3 入札の無効 

  次のいずれかに該当する入札書は無効とする。 

 ⑴  入札者及びその代理人が他の入札の代理人となり、又は数人共同して入札をしたと

き。 

 ⑵  入札者の資格のない者が入札したとき。 

 ⑶  この入札に参加する複数の者の関係が、以下のアからウまでのいずれかに該当する

場合には、該当する者のした入札（該当する者が、共同企業体の代表者以外の構成員

である場合の入札を除く。）は全て無効とする。ただし、該当する者の１者を除く全て

が入札を辞退した場合には、残る１者の入札は無効とはならない。 

  ア  資本関係 

    以下のいずれかに該当する２者の場合。ただし、子会社（会社法第２条第３号及

び会社法施行規則第３条の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は子会社の一方

が会社更生法第２条第７項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又は民

事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除く。 

   (ア) 親会社（会社法第２条第４号及び会社法施行規則第３条の規定による親会社を

いう。以下同じ。）と子会社の関係にある場合 

   (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

  イ  人的関係 

    以下のいずれかに該当する２者の場合。ただし、 (ア)については、会社の一方が更

生会社又は 民事再生 法第２条第 ４号に規 定する再生 手続が存 続中の会社 である 場

合は除く。 

   (ア) 一方の会社の代表権を有する者（個人商店の場合は代表者。以下同じ。）が、

他方の会社の代表権を有する者を現に兼ねている場合 

   (イ) 一方の会社の代表権を有する者が、他方の会社の会社更生法第6 7条第１項又は

民事再生法第64条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 

  ウ  その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 

   (ア) その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる

場合 

   (イ) 中小企業等協同組合法（昭和 2 4年法律第1 8 1号）第３条に規定する中小企業等

協同組合とその組合員の関係にある場合 

 ⑷  前各号に掲げる者のほか、特に指定した事項に違反したとき。 

1 4 契約に関する条件 

  契約金額（消費税込）が 2 0 0万円を超える場合には、落札者が暴力団でないこと等に



    平成25年３月15日      阪 神 水 道 企 業 団 公 報           第254号    

 - 23 - 

ついての誓約書等を契約締結以前に提出すること。 

1 5 その他留意事項 

 ⑴  提出された書類の作成に要する費用は、入札参加者の負担とする。 

 ⑵  提出された書類は返却しない。 

 ⑶  提出された書類に虚偽の記載をした者は、指名停止基準により６箇月の指名停止と

なり、その者のした入札は無効とする。 

 ⑷  入札者は開札後、本公告及び関係法令等の入札条件の不知又は内容の不明を理由と

して、異議を申し立てることはできない。 

 ⑸  契約を締結した者は、この建設工事の一部について締結する請負契約及び資材又は

原材料の購入契約その他のこの契約の履行に伴い締結する契約（以下「下請契約等」

という。）を締結する場合において、その契約金額（同一の者と複数の下請契約等を締

結する場合は、その合計金額）が200万円を超えるときには、その相手方が暴力団でな

いこと等についての誓約書を提出させ、当該契約書の写し（「暴力団排除に関する特約」

第３項の規定によりこの項に準じて下請契約等に定めた規定により提出させた誓約書

の写しを含む。）を企業団に提出すること。 

本件入札に関する問い合わせ先 

 阪神水道企業団 総務部総務課契約係 

 〒 6 5 8-0 0 7 3 兵庫県神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号 

 電  話 (0 7 8)4 3 1-1 9 0 2（直通） 

 ＦＡＸ(0 7 8)4 3 1-2 6 6 4 

                                         

阪神水道企業団公告 

 下記の業務について、公募型プロポーザル方式に係わる手続を開始するので、次のとお

り公告する。 

  平成 2 5年２月 2 8日  

                            阪神水道企業団 

                            企業長 山  中    敦   

１  業務概要 

 ⑴  業務名称 

   平成 2 5年度尼崎浄水場特別開放イベント企画・運営業務 

 ⑵  業務内容 

   阪神水道企業団（以下「企業団」という。）の尼崎浄水場で開催する尼崎浄水場特別

開放イベントの企画・運営業務及びこれに係る付帯業務 

※ 内容については、平成2 4年度尼崎浄水場特別開放イベント概要（別添）を参照

すること。 

 ⑶  履行期間 

   平成 2 5年４月１日㈪から平成2 5年７月５日㈮まで 

※ イベント実施日 平成 2 5年６月１日㈯ 

 ⑷  上限金額 

   5,500千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

２ プロポーザルを求める内容 

  上記業務の実施に当たってプロポーザルを求める内容は次のとおりとする。 

⑴ イベント内容とイベント運営に当たっての創意工夫に対する考え方 

イベント内容とイベント運営に当たって創意工夫を凝らす事項（企業団及び水道事

業のＰＲ、集客方法、イベント内容、会場レイアウト、仮設物の設置及び会場設営、

運営及び撤去中の安全対策並びに会場の管理運営等） 

⑵ 業務経費の算定（見積価格） 

   本業務を受託した場合の見込み経費について、見積書及び積算根拠となる内訳 



    平成25年３月15日      阪 神 水 道 企 業 団 公 報           第254号    

 - 24 - 

３  参加資格  

  プロポーザルに参加する者は、次の項目全てに該当する者とする。  

 ⑴  企業団における平成 2 5・ 2 6年度競争入札参加資格（その他（役務））を有している

者であること。  

⑵ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条４の規定に該当しない者であるこ

と。 

 ⑶  公募型プロポーザル参加表明書の提出期限において、企業団指名停止基準に基づく

指名停止を受けていないこと。  

⑷ 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく再生手続開始の申立て又は民事再生法

（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であるこ

と（会社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開始の

決定があった場合を除く。）。  

 ⑸  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第

６号に規定する暴力団員が役員又は代表者として、若しくは実質的に経営に関与して

いる団体、役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に

規定する暴力団又は暴力団員（以下「暴力団等」という。）に金銭的な援助を行って

いる団体、その他暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している団体ではない

こと。  

 ⑹  消費税及び地方消費税並びに法人税に滞納がない者であること。  

 ⑺  過去５年間（平成2 0年度から平成2 4年度まで）に、国又は都道府県等、公共事業体

において、施設の見学や事業の啓蒙を目的としたイベント業務を受注し、実施した実

績を有すること。 

 ⑻  委託期間において、常に迅速に連絡調整可能な体制を維持できる者であること。 

４ 参加表明に必要な書類と記載上の留意事項 

 ⑴  参加表明に必要な書類は次のとおりとし、記載する場合の文字サイズは1 0ポイント

以上とする。 

  ア  参加表明書（様式－１） 

  イ  誓約書(様式－２) 

  ウ  ３－⑻に記載する過去５年間の業務実績（様式－３） 

  エ  その他必要書類（様式任意） 

５ 参加表明書及びその他必要書類（以下「参加表明書等」という。）の提出方法、提出先

及び提出期限 

 ⑴  提出方法 

   参加表明書等は、持参により提出すること。 

 ⑵  提出先及び提出期限 

  ア  提出先（受付担当） 

    〒 658-0073 神戸市東灘区西岡本３丁目20番１号 

    総務部総務課契約係 TEL 078-431-1902 

  イ  受付期間 公告の日から平成2 5年３月８日(金 )まで（土曜日、日曜日及び祝日を

除く。）毎日午前９時00分から午後５時00分まで（午前1 1時 3 0分から午後

１時3 0分までを除く。） 

６ 参加表明後の流れ 

 ⑴  スケジュール 

   本業務委託の契約までの日程については次のとおり予定している。 

項目  日程  

参加表明書提出の受付及び提案説明書配付 公告の日～３月８日 
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提案書提出の受付 ～３月26日  

提案書の特定及び契約締結 ３月 2 9日～  

 

 ⑵  提案説明書の配付 

   参加表明書の提出者に対して、企業団から提案説明書を配付する。 

 ⑶  業務委託者の特定方法 

   提出された参加表明書及び提案書に対して、企業団において設置する「評価委員会」

で一定の評価基準に基づく審査を実施し、最も優れた提案書を特定する。ただし、参

加表明時において、資格要件や必要書類など参加表明書に不備があった者は失格とな

り、提案書の評価は行わない。 

７ 契約に関する条件 

  契約金額（消費税込）が 200万円を超える場合には、落札者が暴力団でないこと等に

ついての誓約書等を契約締結以前に提出すること。 

８ その他の留意事項 

 ⑴  委託業務の内容に係る説明会等は行わない。 

 ⑵  参加表明書等の作成及び提出に関する費用は提出者の負担とする。 

 ⑶  参加表明書等に虚偽の記載をした場合には、提出された参加表明書を無効とすると

ともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。 

 ⑷  参加者のうち、企業団の契約に係る指名停止を受けた場合は提出された参加表明書

を無効とする。 

 ⑸  提出された参加表明書等は返却しない。また、提出された参加表明書等は業務委託

者の特定以外には使用しない。 

 ⑹  その他本書に記載のない事項、質問事項等については、５⑵に記載した受付担当に

問い合わせること。 

 ⑺  契約を締結した者は、この業務委託の一部について締結する再委託契約及びその他

のこの契約の履行に伴い締結する契約（以下「再委託等」という。）を締結する場合に

おいて、その契約金額（同一の者と複数の再委託等を締結する場合は、その合計金額）

が200万円を超えるときには、その相手方が暴力団でないこと等についての誓約書を提

出させ、当該契約書の写し（「暴力団排除に関する特約」第３項の規定によりこの項に

準じて再委託等に定めた規定により提出させた誓約書の写しを含む。）を企業団に提出

すること。 

 ⑻  本案件は、平成2 5年度における当該予算の議会の可決により執行するものであり、

当該予算が否決の際は契約締結は行わない。 
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様式－1 

 

参  加  表  明  書  

平成  年   月   日  

阪神水道企業団 企業長 様  

住     所  

商号又は名称 

代 表 者 名                印   

 

 

下記業務の提案書に基づく選定に参加したいので、これに必要な書類を提出します。 

 

記  

 

１  公告日 平成25年２月28日  

 

２  業務名 平成25年度尼崎浄水場特別開放イベント企画・運営業務 

 

 

                       担当部署 

                       担当者名 

                       Ｔ  Ｅ  Ｌ  

                       Ｆ  Ａ  Ｘ  

                       E - m a i l 

 

 

 

様式－２ 

 

誓  約  書  

平成  年   月   日  

阪神水道企業団 企業長 様  

 

住     所  

商号又は名称 

代 表 者 名                印   

 

 

 

「平成 25 年度尼崎浄水場特別開放イベント企画・運営業務」のプロポーザル参加申込

みを行うに当たり、同業務に関する阪神水道企業団公告に記載されている参加資格要件

を全て満たしていることを誓約いたします。 

なお、企業団より参加資格要件に関して必要な書類の提出を求められた場合には、速

やかに必要書類を提出いたします。 

また、提案説明書受領後において、参加資格要件のいずれかを満たしていないことが

判明した場合、企業団が行う措置（参加資格の取消し、契約解除等）に従います。 
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様式－３ 

・過去５年間の業務実績 

業務(イベント)名  

 

契約金額 

 

履行期間 

 

発注機関名 

住所  

TEL 

 

 

業務の概要 

 

 

 

イベントの特徴 

 

 

注 １ ： 業 務の 概 要 及び イ ベン ト の 特 徴に つ い ては 、 具体 的 に 記 述す る こ と。  

注 ２ ： 企 業が 業 務 を実 施 した こ と を 証明 で き る契 約 書、 特 記 仕 様書 等 の 写し を 添付 す る こ と。  

ま た 、 必 要に 応 じ て業 務 の内 容 が わ かる 成 果 品の 一 部又 は 全 部 を添 付 す るこ と 。  

                                         

阪神水道企業団公告 

 郵便応募型条件付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和2 2年政令第

1 6号。以下「自治令」という。）第167条の６及び阪神水道企業団契約規程（昭和 4 2年管

理規程第１号）第４条の規定に基づき、次のとおり公告する。 

  平成 2 5年３月８日 

                            阪神水道企業団 

                            企業長 山  中    敦   

１  入札に付する事項  

 ⑴  購入物品  

  ア  次亜塩素酸ナトリウム（１トン当たり） 4,190,163kg（概算） 

  イ  硫酸アルミニウム（１トン当たり）   8,557,560kg（概算） 

  ウ  苛性ソーダ（１トン当たり）      2,336,550kg（概算） 

  エ  硫酸（１トン当たり）           82,426kg（概算） 

 ⑵  購入物品の特質等   購入仕様書による。 

 ⑶  契約期間   平成 2 5年４月１日㈪から平成2 6年３月3 1日㈪まで 

 ⑷  納入場所及び納入方法 購入仕様書による。 

 ⑸  入札方法 

  ア  郵便応募型条件付き一般競争入札により上記⑴アからエまでの物品ごとに入札に

付する。入札金額は、１トン当たりの単価とする。 

  イ  落札者決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 1 0 0分の５に相

当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある時は、その端数を切り

捨てるものとする。）をもって契約金額とするので、入札者は、消費税及び地方消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望

金額の1 0 5分の 1 0 0に相当する金額を入札書に記載すること。 

 ⑹  支払方法   部分払い有 
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 ⑺  前  金  払    なし  

 ⑻  予定価格   非公表  

２  応募方法 単独企業による。 

３ 入札参加資格 

  次に掲げる事項のいずれにも該当すること。 

 ⑴  阪神水道企業団（以下「企業団」という。）における平成 2 5・ 2 6年度競争入札参加

資格（物品：水道用浄化薬品）を有していること。 

 ⑵  自治令第1 6 7条の４に規定する入札参加資格制限に該当しないこと。 

 ⑶  企業団指名停止基準（以下「指名停止基準」という。）に基づく指名停止を、入札参

加申込日から開札日までの間に受けていないこと。 

 ⑷  会社更生法（昭和2 7年法律第 1 7 2号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生

法（平成 1 1年法律第 2 2 5号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であ

ること（会社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開

始の決定があった場合を除く。）。 

 ⑸  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第7 7号）第２条第

６号に規定する暴力団員が役員又は代表者として、若しくは実質的に経営に関与して

いる団体、役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に

規定する暴力団又は暴力団員（以下「暴力団等」という。）に金銭的な援助を行って

いる団体、その他暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している団体ではない

こと。 

 ⑹  平成 1 5年度以降において、国及び地方公共団体若しくはこれらに準ずる機関に、購

入仕様書に記す同種又は類似する物品について、納入実績を有すること。 

 ⑺  上記１⑴アの物品については、兵庫県の阪神地区及び大阪市内又はその隣接市町に

製造工場を有していること。 

 ⑻  物品の納入に際し、企業団の要請に応じて指定数量を迅速に納入することができる

体制が整備されていること。 

 ⑼  何らかの事象により製造元の工場が稼動出来ない事態に陥った場合等でも、緊急時

対応として製造元の責任において代替となる物品の供給が可能であること。なお、こ

れを証する書類を提出すること。 

４ 入札に必要な書類の交付 

  企業団ホームページ（http://www.hansui.or.jp/）「入札・契約情報」内の当該入札

公告ページ（以下「入札公告ページ」という。）からダウンロードすること。ダウンロ

ードできない環境にある場合は、総務課契約係（本庁舎３階）で配付するので、事前に

連絡すること（電話(078)431－ 1902（直通））。 

５ 入札（郵便入札）参加申込方法 

  入札参加を希望する者は、次のとおり入札参加に必要な書類を一般書留、簡易書留及

び特定記録郵便のいずれかの方法にて郵送すること（詳細は別紙「郵便応募型入札の手

引き」を参照）。 

 ⑴  提出書類 

  ア  郵便応募型条件付き一般競争入札参加申込書（様式第１号） 

  イ  入札書（指定様式で、日付は開札日を記入すること。） 

  ウ  同種又は類似する物品の納入実績調書（様式第２号） 

  エ  上記３⑼に規定する書類（指定様式） 

 ⑵  提出部数 

  ア  １部  

  イ  封筒は、１件につき１件限りとする。また、封筒に入札書を２通以上入れた場合

は全ての入札書を無効とする。 

 ⑶  送  付  先    〒 6 5 8-0 0 7 3 

          神戸西岡本郵便局留 
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          阪神水道企業団総務課契約係 宛  

 ⑷  受付期間   公告日から平成2 5年３月2 2日㈮まで（必着） 

６ 開札の日時、場所等 

 ⑴  日   時    平成 2 5年３月 2 5日㈪  

  ア  次亜塩素酸ナトリウム 午後１時3 0分から 

  イ  硫酸アルミニウム   午後１時5 0分から 

  ウ  苛性ソーダ      午後２時1 0分から 

  エ  硫酸          午後２時3 0分から 

 ⑵  場   所    神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号 

          阪神水道企業団 本庁舎１階 第２会議室 

 ⑶  開札の立会い 開札の立ち会いを希望する者は、開札立会申込書を提出すること。 

７ 入札参加資格の審査及び落札者の決定 

 ⑴  開札は指定する郵便方法で郵送された封筒が未開封であることを立会人が確認した

後に行う。 

 ⑵  入札参加者は開札に立ち会うことができる。入札参加者から立会人が居ない場合は

契約事務に関係のない企業団職員が行う。 

 ⑶  入札金額が企業団の定めた予定価格の範囲内で、かつ最低制限価格以上であるもの

のうち、最低の価格をもって入札した者（以下「最低価格入札者」という。）を落札

候補者とし、落札の決定を保留する。 

 ⑷  落札の決定を保留した後、落札候補者が入札参加資格を有する者であるかを審査す

る。 

 ⑸  同価による最低価格入札者が２者以上ある時は、立会人がくじ引きによって審査順

位を決定する。この場合において、最低価格入札者が立会人として参加している場合

はその者にくじを引かせ、参加していない場合は契約事務に関係のない企業団職員に

くじを引かせるものとする。 

 ⑹  再入札は行わない。 

 ⑺  予定価格以下の価格をもって入札した者がいないときは、当該入札において最低の

価格をもって入札した者と随意契約に移行するものとする。 

 ⑻  審査の結果により、落札候補者の取扱いは次のいずれかによるものとする。 

  ア  落札候補者が入札参加資格を有する者であることを確認した場合は、その者を落

札者とし、直ちに落札決定を電話又は書面で通知し、契約を締結するものとする。 

  イ  落札候補者が入札参加資格を有しない者であることを確認した場合は、その者の

入札を無効とする。この場合、最低価格入札者以外の者のうち最低の価格をもって

入札した者を新たに落札候補者とし、入札参加資格の審査を行う。以後、落札者が

決定するまで同様の手続を繰り返す。 

 ⑼  入札参加資格の審査の結果、落札候補者の入札を無効にした場合には、入札を無効

にした理由を付して当該落札候補者に通知する。 

 ⑽  開札後落札決定までに、落札候補者がいずれかの入札参加資格要件を満たさなくな

った場合は入札参加資格を有しない者とみなし無効とする。 

 ⑾  落札候補者となった者は、正当な理由がある場合を除き、落札者となることを辞退

することができない。 

８ 入札保証金 

  免除  

９  契約保証金 

  免除  

10 入札の無効 

  次のいずれかに該当する入札書は無効とする。 

 ⑴  入札者の資格のない者が入札したとき。 

 ⑵  この入札に参加する複数の者の関係が、以下のアからウまでのいずれかに該当する
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場合には、該当する者のした入札（該当する者が、共同企業体の代表者以外の構成員

である場合の入札を除く。）は全て無効とする。ただし、該当する者の１者を除く全

てが入札を辞退した場合には、残る１者の入札は無効とはならない。 

  ア  資本関係 

    以下のいずれかに該当する２者の場合。ただし、子会社（会社法第２条第３号及

び会社法施行規則第３条の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は子会社の一

方が会社更生法第２条第７項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又

は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除く。 

   (ア) 親会社（会社法第２条第４号及び会社法施行規則第３条の規定による親会社を

いう。以下同じ。）と子会社の関係にある場合 

   (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

  イ  人的関係 

    以下のいずれかに該当する２者の場合。ただし、 (ア)については、会社の一方が更

生会社又は 民事再生 法第２条第 ４号に規 定する再生 手続が存 続中の会社 である 場

合は除く。 

   (ア) 一方の会社の代表権を有する者（個人商店の場合は代表者。以下同じ。）が、

他方の会社の代表権を有する者を現に兼ねている場合 

   (イ) 一方の会社の代表権を有する者が、他方の会社の会社更生法第6 7条第１項又は

民事再生法第6 4条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 

  ウ  その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 

   (ア) その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる

場合 

   (イ) 中小企業等協同組合法（昭和24年法律第 1 8 1号）第３条に規定する中小企業等

協同組合とその組合員の関係にある場合 

 ⑶  持参及び指定した郵送方法以外（普通郵便、速達、小包郵便、宅急便等）の方法に

よる入札 

 ⑷  封筒に記載の案件名と同封している入札書に記載された案件名が異なるもの 

 ⑸  期限までに所定の場所に到達しなかった入札書 

 ⑹  封筒に封印のないもの 

 ⑺  入札書の様式が指定様式でない入札書 

 ⑻  記名及び押印のない入札書 

 ⑼  入札参加申込者印と異なる印を押印した入札書 

 ⑽  入札金額が加除訂正されている入札書 

 ⑾  誤字、脱字等により意思表示が明確でない入札書 

 ⑿  記載した文字を容易に消すことの出来る筆記用具を用いて記載した入札書 

 ⒀  記載事項を訂正し、訂正印のない入札書 

 ⒁  同一の入札書に２件以上の入札事項を連記したもの 

 ⒂  同一人物が入札した２通以上の入札書 

 ⒃  連合その他不正の行為があったと認められる入札書 

 ⒄  その他入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札書 

 ⒅  当該入札に関係のないことが記入されているもの 

11 契約に関する条件 

  契約金額（消費税込）が 2 0 0万円を超える場合には、落札者が暴力団でないこと等に

ついての誓約書等を契約締結以前に提出すること。 

12 その他留意事項 

 ⑴  提出された書類の作成に要する費用は、提出者の負担とする。 

 ⑵  提出された書類は返還しない。 

 ⑶  提出された書類に虚偽の記載をした者は、指名停止基準により６箇月の指名停止と

なり、その者のした入札は無効とする。 
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 ⑷  入札者は開札後、本公告及び関係法令等の入札条件の不知又は内容の不明を理由と

して、異議を申し立てることはできない。 

 ⑸  郵便事故等により入札書が企業団へ到達しなかったことに対する異議を申し立てる

ことはできない。 

 

本件入札に関する問い合わせ先 

 阪神水道企業団 総務部総務課契約係 

 〒 6 5 8-0 0 7 3 兵庫県神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号 

 電  話 (0 7 8)4 3 1-1 9 0 2（直通） 

 ＦＡＸ(0 7 8)4 3 1-2 6 6 4 

                                         

阪神水道企業団公告 

 郵便応募型条件付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和2 2年政令第

1 6号。以下「自治令」という。）第167条の６及び阪神水道企業団契約規程（昭和 4 2年管

理規程第１号）第４条の規定に基づき、次のとおり公告する。 

  平成 2 5年３月８日 

                            阪神水道企業団 

                            企業長 山  中    敦   

１  入札に付する事項  

 ⑴  購入物品   粒状活性炭 1,176 ㎥  

 ⑵  購入物品の特質等   購入仕様書による。 

 ⑶  契約期間   平成 2 5年４月１日㈪から平成2 6年３月3 1日㈪まで 

 ⑷  納入場所及び納入方法並びに有効利用については、購入仕様書による。 

 ⑸  入札方法 

  ア  郵便応募型条件付き一般競争入札により入札に付する。入札金額は、合計金額と

する。 

ただし、落札決定基準として使用済み粒状活性炭（以下「使用済活性炭」という。）

全量を有償での有効利用が可能な者は、粒状活性炭（以下「活性炭」という。）購

入価格から使用済活性炭買取価格を差し引きし、有効利用が不可能な者は入札価格

に企業団が算出した使用済活性炭処分費を上乗せした金額での競争とする。  

  イ  落札者決定に当たっては、入札書のＡに記載された金額に当該金額の 1 0 0分の５

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある時は、その端数を

切り捨てるものとする。）をもって契約金額とするので、入札者は、消費税及び地方

消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希

望金額の1 0 5分の1 0 0に相当する金額を入札書に記載すること。 

 ⑹  支払方法   部分払い有 

 ⑺  前  金  払    なし  

 ⑻  予定価格   非公表  

２  応募方法   単独企業による。 

３ 入札参加資格 

  次に掲げる事項のいずれにも該当すること。 

 ⑴  阪神水道企業団（以下「企業団」という。）における平成 2 5・ 2 6年度競争入札参加

資格（物品：水道用浄化薬品）を有していること。 

 ⑵  自治令第1 6 7条の４に規定する入札参加資格制限に該当しないこと。 

 ⑶  企業団指名停止基準（以下「指名停止基準」という。）に基づく指名停止を、入札参

加申込日から開札日までの間に受けていないこと。 

 ⑷  会社更生法（昭和2 7年法律第 1 7 2号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生

法（平成 1 1年法律第 2 2 5号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であ

ること（会社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開
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始の決定があった場合を除く。）。 

 ⑸  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第7 7号）第２条第

６号に規定する暴力団員が役員又は代表者として、若しくは実質的に経営に関与して

いる団体、役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に

規定する暴力団又は暴力団員（以下「暴力団等」という。）に金銭的な援助を行ってい

る団体、その他暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している団体ではないこ

と。 

 ⑹  平成 1 5年度以降において、国及び地方公共団体若しくはこれらに準ずる機関に、購

入仕様書に記す同種又は類似する物品について、納入実績を有すること。 

 ⑺  上記１⑴の物品については、企業団において過去に納入実績のある製造業者（クラ

レケミカル株式会社、日本エンバイロケミカルズ株式会社、日本ノリット株式会社、

カルゴンカーボンジャパン株式会社、株式会社キャタラー、ダイネン株式会社及び朝

日沪過材株式会社）のうち、いずれか１社の製品とすること。  

 ⑻  物品の納入に際し、企業団の要請に応じて指定数量を迅速に納入することができる

体制が整備されていること。 

４ 入札に必要な書類の交付 

  企業団ホームページ（http://www.hansui.or.jp/）「入札・契約情報」内の当該入札

公告ページ（以下「入札公告ページ」という。）からダウンロードすること。ダウンロ

ードできない環境にある場合は、総務課契約係（本庁舎３階）で配付するので、事前に

連絡すること（電話(078)431－ 1902（直通））。 

５ 入札（郵便入札）参加申込方法 

  入札参加を希望する者は、次のとおり入札参加に必要な書類を一般書留、簡易書留及

び特定記録郵便のいずれかの方法にて郵送すること（詳細は別紙「郵便応募型入札の手

引き」を参照）。 

 ⑴  提出書類 

  ア  郵便応募型条件付き一般競争入札参加申込書（様式第１号） 

  イ  入札書（活性炭購入用指定様式で、日付は開札日を記入すること。） 

  ウ  同種又は類似する物品の納入実績調書（様式第２号） 

 ⑵  提出部数 

  ア  １部  

  イ  封筒は、１件につき１件限りとする。また、封筒に入札書を２通以上入れた場合

は全ての入札書を無効とする。 

 ⑶  送  付  先    〒 6 5 8-0 0 7 3 

          神戸西岡本郵便局留 

          阪神水道企業団総務課契約係 宛  

 ⑷  受付期間   公告日から平成2 5年３月2 2日㈮まで（必着） 

６ 開札の日時、場所等 

 ⑴  日   時    平成 2 5年３月 2 5日㈪ 午後２時5 0分から 

 ⑵  場   所    神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号 

          阪神水道企業団 本庁舎１階 第２会議室 

 ⑶  開札の立会い 開札の立ち会いを希望する者は、開札立会申込書を提出すること。 

７ 入札参加資格の審査及び落札者の決定 

 ⑴  開札は指定する郵便方法で郵送された封筒が未開封であることを立会人が確認した

後に行う。 

 ⑵  入札参加者は開札に立ち会うことができる。入札参加者から立会人が居ない場合は

契約事務に関係のない企業団職員が行う。 

 ⑶  入札価格（活性炭購入価格）が企業団の定めた予定価格の範囲内で、かつ使用済活

性炭全量を有償での有効利用が可能な者は活性炭購入価格から使用済活性炭買取価格

を差し引き、有効利用が不可能な者は、入札価格（活性炭購入価格）に企業団が算出
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した使用済活性炭処分費を上乗せした落札決定基準価格が最低の価格をもって入札し

た者（以下「最低価格入札者」という。）を落札候補者とし、落札の決定を保留する。 

 ⑷  落札の決定を保留した後、落札候補者が入札参加資格を有する者であるかを審査す

る。 

 ⑸  同価による最低価格入札者が２者以上ある時は、立会人がくじ引きによって審査順

位を決定する。この場合において、最低価格入札者が立会人として参加している場合

はその者にくじを引かせ、参加していない場合は契約事務に関係のない企業団職員に

くじを引かせるものとする。 

 ⑹  再入札は行わない。 

 ⑺  予定価格以下の価格をもって入札した者がいないときは、当該入札において最低の

価格をもって入札した者と随意契約に移行するものとする。 

 ⑻  審査の結果により、落札候補者の取扱いは次のいずれかによるものとする。 

  ア  落札候補者が入札参加資格を有する者であることを確認した場合は、その者を落

札者とし、直ちに落札決定を電話又は書面で通知し、契約を締結するものとする。 

  イ  落札候補者が入札参加資格を有しない者であることを確認した場合は、その者の

入札を無効とする。この場合、最低価格入札者以外の者のうち最低の価格をもって

入札した者を新たに落札候補者とし、入札参加資格の審査を行う。以後、落札者が

決定するまで同様の手続を繰り返す。 

 ⑼  入札参加資格の審査の結果、落札候補者の入札を無効にした場合には、入札を無効

にした理由を付して当該落札候補者に通知する。 

 ⑽  開札後落札決定までに、落札候補者がいずれかの入札参加資格要件を満たさなくな

った場合は入札参加資格を有しない者とみなし無効とする。 

 ⑾  落札候補者となった者は、正当な理由がある場合を除き、落札者となることを辞退

することができない。 

８ 入札保証金 

  免除  

９  契約保証金 

  免除  

10 入札の無効 

  次のいずれかに該当する入札書は無効とする。 

 ⑴  入札者の資格のない者が入札したとき。 

 ⑵  この入札に参加する複数の者の関係が、以下のアからウまでのいずれかに該当する

場合には、該当する者のした入札（該当する者が、共同企業体の代表者以外の構成員

である場合の入札を除く。）は全て無効とする。ただし、該当する者の１者を除く全

てが入札を辞退した場合には、残る１者の入札は無効とはならない。 

  ア  資本関係 

    以下のいずれかに該当する２者の場合。ただし、子会社（会社法第２条第３号及

び会社法施行規則第３条の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は子会社の一

方が会社更生法第２条第７項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又

は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除く。 

   (ア) 親会社（会社法第２条第４号及び会社法施行規則第３条の規定による親会社を

いう。以下同じ。）と子会社の関係にある場合 

   (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

  イ  人的関係 

    以下のいずれかに該当する２者の場合。ただし、 (ア)については、会社の一方が更

生会社又は 民事再生 法第２条第 ４号に規 定する再生 手続が存 続中の会社 である 場

合は除く。 

   (ア) 一方の会社の代表権を有する者（個人商店の場合は代表者。以下同じ。）が、

他方の会社の代表権を有する者を現に兼ねている場合 
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   (イ) 一方の会社の代表権を有する者が、他方の会社の会社更生法第6 7条第１項又は

民事再生法第6 4条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 

  ウ  その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 

   (ア) その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場

合 

   (イ) 中小企業等協同組合法（昭和24年法律第 1 8 1号）第３条に規定する中小企業等

協同組合とその組合員の関係にある場合 

 ⑶  持参及び指定した郵送方法以外（普通郵便、速達、小包郵便、宅急便等）の方法に

よる入札 

 ⑷  封筒に記載の案件名と同封している入札書に記載された案件名が異なるもの 

 ⑸  期限までに所定の場所に到達しなかった入札書 

 ⑹  封筒に封印のないもの 

 ⑺  入札書の様式が指定様式でない入札書 

 ⑻  記名及び押印のない入札書 

 ⑼  入札参加申込者印と異なる印を押印した入札書 

 ⑽  入札金額が加除訂正されている入札書 

 ⑾  誤字、脱字等により意思表示が明確でない入札書 

 ⑿  記載した文字を容易に消すことの出来る筆記用具を用いて記載した入札書 

 ⒀  記載事項を訂正し、訂正印のない入札書 

 ⒁  同一の入札書に２件以上の入札事項を連記したもの 

 ⒂  同一人物が入札した２通以上の入札書 

 ⒃  連合その他不正の行為があったと認められる入札書 

 ⒄  その他入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札書 

 ⒅  当該入札に関係のないことが記入されているもの 

11 契約に関する条件 

 ⑴  契約金額（消費税込）が 2 0 0万円を超える場合には、落札者が暴力団でないこと等

についての誓約書等を契約締結以前に提出すること。 

 ⑵  落札者が使用済活性炭全量を有償での有効利用が可能な場合は、入札書に記載され

た、使用済活性炭買取単価にて、別途契約を締結するものとする。 

12 その他留意事項 

 ⑴  提出された書類の作成に要する費用は、提出者の負担とする。 

 ⑵  提出された書類は返還しない。 

 ⑶  提出された書類に虚偽の記載をした者は、指名停止基準により６箇月の指名停止と

なり、その者のした入札は無効とする。 

 ⑷  入札者は開札後、本公告及び関係法令等の入札条件の不知又は内容の不明を理由と

して、異議を申し立てることはできない。 

 ⑸  郵便事故等により入札書が企業団へ到達しなかったことに対する異議を申し立てる

ことはできない。 

 

本件入札に関する問い合わせ先 

 阪神水道企業団 総務部総務課契約係 

 〒 6 5 8-0 0 7 3 兵庫県神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号 

 電  話 (0 7 8)4 3 1-1 9 0 2（直通） 

 ＦＡＸ(0 7 8)4 3 1-2 6 6 4 

                                         

阪神水道企業団公告 

 郵便応募型条件付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和2 2年政令第

1 6号。以下「自治令」という。）第167条の６及び阪神水道企業団契約規程（昭和 4 2年管

理規程第１号）第４条の規定に基づき、次のとおり公告する。 
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  平成 2 5年３月８日 

                            阪神水道企業団 

                            企業長 山  中    敦   

１  入札に付する事項 

 ⑴  起工番号   委管事第1 9号   

   委  託  名   取水ポンプ場取水口清掃等業務委託 

 ⑵  委託場所   大道取水場及び淀川取水場 

          大道取水口（大阪市東淀川区大道南２丁目3 0 9番１地先） 

          淀川取水口（大阪市東淀川区柴島２丁目2 9 5番地先） 

 ⑶  委託概要   大道取水場及び淀川取水場の取水口の除塵及び取水口周辺の水草除

去等を行う。 

  ア  フローティングネット除塵工 一式  

  イ  取水口周辺水草除去工    一式  

  ウ  取水口除塵工        一式  

 ⑷  委託期間   平成 2 5年４月１日㈪から平成2 6年３月3 1日㈪まで 

 ⑸  支払方法   ２回払い（中間１回） 

 ⑹  前  金  払    なし  

 ⑺  予定価格   事後公表 

 ⑻  最低制限価格 設定なし 

２ 応募方法  単独企業による。 

３ 入札参加資格 

  次に掲げる事項のいずれにも該当すること。 

 ⑴  阪神水道企業団（以下「企業団」という。）における平成 2 5・ 2 6年度競争入札参加

資格（役務：清掃）を有していること。 

 ⑵  自治令第1 6 7条の４に規定する入札参加資格制限に該当しないこと。 

 ⑶  企業団指名停止基準（以下「指名停止基準」という。）に基づく指名停止を、入札参

加申込日から開札日までの間に受けていないこと。 

 ⑷  会社更生法（平成1 4年法律第 1 5 4号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生

法（平成 1 1年法律第 2 2 5号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であ

ること（会社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開

始の決定があった場合を除く。）。 

 ⑸  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第7 7号）第２条第

６号に規定する暴力団員が役員又は代表者として、若しくは実質的に経営に関与して

いる団体、役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に

規定する暴力団又は暴力団員（以下「暴力団等」という。）に金銭的な援助を行ってい

る団体、その他暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している団体ではないこ

と。 

４ 入札に必要な書類の交付 

  企業団ホームページ（http://www.hansui.or.jp/）「入札・契約情報」内の当該入札

公告ページ（以下「入札公告ページ」という。）からダウンロードすること。ダウンロ

ードできない環境にある場合は、総務課契約係（本庁舎３階）で配付するので、事前に

連絡すること（電話(078)431－ 1902（直通））。 

５ 設計図書に関する質問 

  設計図書に関して質問があるときは、次のとおり電子メール（任意様式）により受け

付ける。ただし、電子メールできない環境にある場合は、ＦＡＸ（(0 7 8)4 3 1－ 2 6 6 4）に

より提出すること。 

 ⑴  受付期限   平成 2 5年３月 1 4日㈭ 午後５時0 0分まで 

 ⑵  送  信  先    阪神水道企業団 総務部総務課契約係 宛  

          E-mail keiyaku@hansui.or.jp 
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 ⑶  回  答  日    平成 2 5年３月 1 8日㈪に入札公告ページに掲載する。ただし、入札公

告ページにて確認出来ない場合は、ＦＡＸにより回答する。 

６ 入札（郵便入札）参加申込方法 

  入札参加を希望する者は、次のとおり入札参加に必要な書類を一般書留、簡易書留及

び特定記録郵便のいずれかの方法にて郵送すること（詳細は別紙「郵便応募型入札の手

引き」を参照）。 

 ⑴  提出書類 

  ア  郵便応募型条件付き一般競争入札参加申込書（様式第１号） 

  イ  入札書（指定様式で、日付は開札日を記入すること。） 

 ⑵  提出部数 

  ア  １部  

  イ  封筒は、１件につき１件限りとする。また、封筒に入札書を２通以上入れた場合

は全ての入札書を無効とする。 

 ⑶  送  付  先    〒 6 5 8-0 0 7 3 

          神戸西岡本郵便局留 

          阪神水道企業団総務課契約係 宛  

 ⑷  受付期間   公告日から平成2 5年３月2 2日㈮まで（必着） 

７ 開札の日時、場所等 

 ⑴  日   時    平成 2 5年３月 2 5日㈪ 午後３時1 0分から 

 ⑵  場   所    神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号 

          阪神水道企業団 本庁舎１階 第２会議室 

 ⑶  開札の立会い 開札の立ち会いを希望する者は、開札立会申込書を提出すること。 

８ 入札参加資格の審査及び落札者の決定 

 ⑴  開札は指定する郵便方法で郵送された封筒が未開封であることを立会人が確認した

後に行う。 

 ⑵  入札参加者は開札に立ち会うことができる。入札参加者から立会人が居ない場合は

契約事務に関係のない企業団職員が行う。 

 ⑶  入札金額が企業団の定めた予定価格の範囲内で、かつ最低制限価格以上であるもの

のうち、最低の価格をもって入札した者（以下「最低価格入札者」という。）を落札

候補者とし、落札の決定を保留する。 

 ⑷  落札の決定を保留した後、落札候補者が入札参加資格を有する者であるかを審査す

る。 

 ⑸  同価による最低価格入札者が２者以上ある時は、立会人がくじ引きによって審査順

位を決定する。この場合において、最低価格入札者が立会人として参加している場合

はその者にくじを引かせ、参加していない場合は契約事務に関係のない企業団職員に

くじを引かせるものとする。 

 ⑹  再入札は行わない。 

 ⑺  予定価格以下の価格をもって入札した者がいないときは、当該入札において最低の

価格をもって入札した者と随意契約に移行するものとする。 

 ⑻  審査の結果により、落札候補者の取扱いは次のいずれかによるものとする。 

  ア  落札候補者が入札参加資格を有する者であることを確認した場合は、その者を落

札者とし、直ちに落札決定を電話又は書面で通知し、契約を締結するものとする。 

  イ  落札候補者が入札参加資格を有しない者であることを確認した場合は、その者の

入札を無効とする。この場合、最低価格入札者以外の者のうち最低の価格をもって

入札した者を新たに落札候補者とし、入札参加資格の審査を行う。以後、落札者が

決定するまで同様の手続を繰り返す。 

 ⑼  入札参加資格の審査の結果、落札候補者の入札を無効にした場合には、入札を無効

にした理由を付して当該落札候補者に通知する。 

 ⑽  開札後落札決定までに、落札候補者がいずれかの入札参加資格要件を満たさなくな
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った場合は入札参加資格を有しない者とみなし無効とする。 

 ⑾  落札候補者となった者は、正当な理由がある場合を除き、落札者となることを辞退

することができない。 

９ 入札保証金 

  免除  

10 契約保証金 

  保険会社との間に企業団を被保険者とする履行保証保険契約（定額てん補、付保割合

1 0 0分の５以上）を締結し、その証書を提出すること。 

11 入札の無効 

  次のいずれかに該当する入札書は無効とする。 

 ⑴  入札者の資格のない者が入札したとき。 

 ⑵  この入札に参加する複数の者の関係が、以下のアからウまでのいずれかに該当する

場合には、該当する者のした入札（該当する者が、共同企業体の代表者以外の構成員

である場合の入札を除く。）は全て無効とする。ただし、該当する者の１者を除く全

てが入札を辞退した場合には、残る１者の入札は無効とはならない。 

  ア  資本関係 

    以下のいずれかに該当する２者の場合。ただし、子会社（会社法第２条第３号及

び会社法施行規則第３条の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は子会社の一

方が会社更生法第２条第７項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又

は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除く。 

   (ア) 親会社（会社法第２条第４号及び会社法施行規則第３条の規定による親会社を

いう。以下同じ。）と子会社の関係にある場合 

   (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

  イ  人的関係 

    以下のいずれかに該当する２者の場合。ただし、 (ア)については、会社の一方が更

生会社又は 民事再生 法第２条第 ４号に規 定する再生 手続が存 続中の会社 である 場

合は除く。 

   (ア) 一方の会社の代表権を有する者（個人商店の場合は代表者。以下同じ。）が、

他方の会社の代表権を有する者を現に兼ねている場合 

   (イ) 一方の会社の代表権を有する者が、他方の会社の会社更生法第6 7条第１項又は

民事再生法第6 4条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 

  ウ  その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 

   (ア) その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる

場合 

   (イ) 中小企業等協同組合法（昭和24年法律第 1 8 1号）第３条に規定する中小企業等

協同組合とその組合員の関係にある場合 

 ⑶  持参及び指定した郵送方法以外（普通郵便、速達、小包郵便、宅急便等）の方法に

よる入札 

 ⑷  封筒に記載の案件名と同封している入札書に記載された案件名が異なるもの 

 ⑸  期限までに所定の場所に到達しなかった入札書 

 ⑹  封筒に封印のないもの 

 ⑺  入札書の様式が指定様式でない入札書 

 ⑻  記名及び押印のない入札書 

 ⑼  入札参加申込者印と異なる印を押印した入札書 

 ⑽  入札金額が加除訂正されている入札書 

 ⑾  誤字、脱字等により意思表示が明確でない入札書 

 ⑿  記載した文字を容易に消すことの出来る筆記用具を用いて記載した入札書 

 ⒀  記載事項を訂正し、訂正印のない入札書 

 ⒁  同一の入札書に２件以上の入札事項を連記したもの 



    平成25年３月15日      阪 神 水 道 企 業 団 公 報           第254号    

 - 38 - 

 ⒂  同一人物が入札した２通以上の入札書 

 ⒃  連合その他不正の行為があったと認められる入札書 

 ⒄  その他入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札書 

 ⒅  当該入札に関係のないことが記入されているもの 

12 契約に関する条件 

  契約金額（消費税込）が 2 0 0万円を超える場合には、落札者が暴力団でないこと等に

ついての誓約書等を契約締結以前に提出すること。 

13 その他留意事項 

 ⑴  提出された書類の作成に要する費用は、提出者の負担とする。 

 ⑵  提出された書類は返還しない。 

 ⑶  提出された書類に虚偽の記載をした者は、指名停止基準により６箇月の指名停止と

なり、その者のした入札は無効とする。 

 ⑷  入札者は開札後、本公告及び関係法令等の入札条件の不知又は内容の不明を理由と

して、異議を申し立てることはできない。 

 ⑸  郵便事故等により入札書が企業団へ到達しなかったことに対する異議を申し立てる

ことはできない。 

 ⑹  契約を締結した者は、この建設工事の一部について締結する請負契約及び資材又は

原材料の購入契約その他のこの契約の履行に伴い締結する契約（以下「下請契約等」

という。）を締結する場合において、その契約金額（同一の者と複数の下請契約等を締

結する場合は、その合計金額）が 2 0 0万円を超えるときには、その相手方が暴力団で

ないこと等についての誓約書を提出させ、当該契約書の写し（「暴力団排除に関する特

約」第３項の規定によりこの項に準じて下請契約等に定めた規定により提出させた誓

約書の写しを含む。）を企業団に提出すること。 

 

本件入札に関する問い合わせ先 

 阪神水道企業団 総務部総務課契約係 

 〒 6 5 8-0 0 7 3 兵庫県神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号 

 電  話 (0 7 8)4 3 1-1 9 0 2（直通） 

 ＦＡＸ(0 7 8)4 3 1-2 6 6 4 

                                         

阪神水道企業団公告 

 郵便応募型条件付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和2 2年政令第

1 6号。以下「自治令」という。）第167条の６及び阪神水道企業団契約規程（昭和 4 2年管

理規程第１号）第４条の規定に基づき、次のとおり公告する。 

  平成 2 5年３月８日 

                            阪神水道企業団 

                            企業長 山  中    敦   

１  入札に付する事項 

 ⑴  起工番号   委管事第2 0号   

   委  託  名   取水ポンプ場取水口清掃等業務委託その２ 

 ⑵  委託場所   大道取水場及び淀川取水場 

          大道取水口（大阪市東淀川区大道南２丁目3 0 9番１地先） 

          淀川取水口（大阪市東淀川区柴島２丁目2 9 5番地先） 

 ⑶  委託概要   大道取水場及び淀川取水場の取水口周辺の除草及び清掃並びにゴミ

の処分を行う。 

  ア  取水口周辺清掃工 一式  

  イ  ゴミ処分工    一式  

 ⑷  委託期間   平成 2 5年４月１日㈪から平成2 6年３月3 1日㈪まで 

 ⑸  支払方法   ２回払い（中間１回） 
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 ⑹  前  金  払    なし  

 ⑺  予定価格   事後公表 

 ⑻  最低制限価格 設定なし 

２ 応募方法  単独企業による。 

３ 入札参加資格 

  次に掲げる事項のいずれにも該当すること。 

 ⑴  自治令第1 6 7条の４に規定する入札参加資格制限に該当しないこと。 

 ⑵  企業団指名停止基準（以下「指名停止基準」という。）に基づく指名停止を、入札参

加申込日から開札日までの間に受けていないこと。 

 ⑶  会社更生法（平成1 4年法律第 1 5 4号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生

法（平成 1 1年法律第 2 2 5号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であ

ること（会社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開

始の決定があった場合を除く。）。 

 ⑷  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第7 7号）第２条第

６号に規定する暴力団員が役員又は代表者として、若しくは実質的に経営に関与して

いる団体、役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に

規定する暴力団又は暴力団員（以下「暴力団等」という。）に金銭的な援助を行ってい

る団体、その他暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している団体ではないこ

と。 

 ⑸  廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和4 5年 1 2月 2 5日法律第1 3 7号）第７条に定

める要件を満たしていること。  

４ 入札に必要な書類の交付 

  企業団ホームページ（http://www.hansui.or.jp/）「入札・契約情報」内の当該入札

公告ページ（以下「入札公告ページ」という。）からダウンロードすること。ダウンロ

ードできない環境にある場合は、総務課契約係（本庁舎３階）で配付するので、事前に

連絡すること（電話(078)431－ 1902（直通））。 

５ 設計図書に関する質問 

  設計図書に関して質問があるときは、次のとおり電子メール（任意様式）により受け

付ける。ただし、電子メールできない環境にある場合は、ＦＡＸ（(0 7 8)4 3 1－ 2 6 6 4）に

より提出すること。 

 ⑴  受付期限   平成 2 5年３月 1 4日㈭ 午後５時0 0分まで 

 ⑵  送  信  先    阪神水道企業団 総務部総務課契約係 宛  

          E-mail keiyaku@hansui.or.jp 

 ⑶  回  答  日    平成 2 5年３月 1 8日㈪に入札公告ページに掲載する。ただし、入札公

告ページにて確認出来ない場合は、ＦＡＸにより回答する。 

６ 入札（郵便入札）参加申込方法 

  入札参加を希望する者は、次のとおり入札参加に必要な書類を一般書留、簡易書留及

び特定記録郵便のいずれかの方法にて郵送すること（詳細は別紙「郵便応募型入札の手

引き」を参照）。 

 ⑴  提出書類 

  ア  郵便応募型条件付き一般競争入札参加申込書（様式第１号） 

  イ  入札書（指定様式で、日付は開札日を記入すること。） 

 ⑵  提出部数 

  ア  １部  

  イ  封筒は、１件につき１件限りとする。また、封筒に入札書を２通以上入れた場合

は全ての入札書を無効とする。 

 ⑶  送  付  先    〒 6 5 8-0 0 7 3 

          神戸西岡本郵便局留 

          阪神水道企業団総務課契約係 宛  
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 ⑷  受付期間   公告日から平成2 5年３月2 2日㈮まで（必着） 

７ 開札の日時、場所等 

 ⑴  日   時    平成 2 5年３月 2 5日㈪ 午後３時2 5分から 

 ⑵  場   所    神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号 

          阪神水道企業団 本庁舎１階 第２会議室 

 ⑶  開札の立会い 開札の立ち会いを希望する者は、開札立会申込書を提出すること。 

８ 入札参加資格の審査及び落札者の決定 

 ⑴  開札は指定する郵便方法で郵送された封筒が未開封であることを立会人が確認した

後に行う。 

 ⑵  入札参加者は開札に立ち会うことができる。入札参加者から立会人が居ない場合は

契約事務に関係のない企業団職員が行う。 

 ⑶  入札金額が企業団の定めた予定価格の範囲内で、かつ最低制限価格以上であるもの

のうち、最低の価格をもって入札した者（以下「最低価格入札者」という。）を落札

候補者とし、落札の決定を保留する。 

 ⑷  落札の決定を保留した後、落札候補者が入札参加資格を有する者であるかを審査す

る。 

 ⑸  同価による最低価格入札者が２者以上ある時は、立会人がくじ引きによって審査順

位を決定する。この場合において、最低価格入札者が立会人として参加している場合

はその者にくじを引かせ、参加していない場合は契約事務に関係のない企業団職員に

くじを引かせるものとする。 

 ⑹  再入札は行わない。 

 ⑺  予定価格以下の価格をもって入札した者がいないときは、当該入札において最低の

価格をもって入札した者と随意契約に移行するものとする。 

 ⑻  審査の結果により、落札候補者の取扱いは次のいずれかによるものとする。 

  ア  落札候補者が入札参加資格を有する者であることを確認した場合は、その者を落

札者とし、直ちに落札決定を電話又は書面で通知し、契約を締結するものとする。 

  イ  落札候補者が入札参加資格を有しない者であることを確認した場合は、その者の

入札を無効とする。この場合、最低価格入札者以外の者のうち最低の価格をもって

入札した者を新たに落札候補者とし、入札参加資格の審査を行う。以後、落札者が

決定するまで同様の手続を繰り返す。 

 ⑼  入札参加資格の審査の結果、落札候補者の入札を無効にした場合には、入札を無効

にした理由を付して当該落札候補者に通知する。 

 ⑽  開札後落札決定までに、落札候補者がいずれかの入札参加資格要件を満たさなくな

った場合は入札参加資格を有しない者とみなし無効とする。 

 ⑾  落札候補者となった者は、正当な理由がある場合を除き、落札者となることを辞退

することができない。 

９ 入札保証金 

  免除  

10 契約保証金 

  保険会社との間に企業団を被保険者とする履行保証保険契約（定額てん補、付保割合

1 0 0分の５以上）を締結し、その証書を提出すること。 

11 入札の無効 

  次のいずれかに該当する入札書は無効とする。 

 ⑴  入札者の資格のない者が入札したとき。 

 ⑵  この入札に参加する複数の者の関係が、以下のアからウまでのいずれかに該当する

場合には、該当する者のした入札（該当する者が、共同企業体の代表者以外の構成員

である場合の入札を除く。）は全て無効とする。ただし、該当する者の１者を除く全

てが入札を辞退した場合には、残る１者の入札は無効とはならない。 

  ア  資本関係 
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    以下のいずれかに該当する２者の場合。ただし、子会社（会社法第２条第３号及

び会社法施行規則第３条の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は子会社の一

方が会社更生法第２条第７項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又

は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除く。 

   (ア) 親会社（会社法第２条第４号及び会社法施行規則第３条の規定による親会社を

いう。以下同じ。）と子会社の関係にある場合 

   (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

  イ  人的関係 

    以下のいずれかに該当する２者の場合。ただし、 (ア)については、会社の一方が更

生会社又は 民事再生 法第２条第 ４号に規 定する再生 手続が存 続中の会社 である 場

合は除く。 

   (ア) 一方の会社の代表権を有する者（個人商店の場合は代表者。以下同じ。）が、

他方の会社の代表権を有する者を現に兼ねている場合 

   (イ) 一方の会社の代表権を有する者が、他方の会社の会社更生法第6 7条第１項又は

民事再生法第6 4条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 

  ウ  その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 

   (ア) その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場

合 

   (イ) 中小企業等協同組合法（昭和 24年法律第 1 8 1号）第３条に規定する中小企業等

協同組合とその組合員の関係にある場合 

 ⑶  持参及び指定した郵送方法以外（普通郵便、速達、小包郵便、宅急便等）の方法に

よる入札 

 ⑷  封筒に記載の案件名と同封している入札書に記載された案件名が異なるもの 

 ⑸  期限までに所定の場所に到達しなかった入札書 

 ⑹  封筒に封印のないもの 

 ⑺  入札書の様式が指定様式でない入札書 

 ⑻  記名及び押印のない入札書 

 ⑼  入札参加申込者印と異なる印を押印した入札書 

 ⑽  入札金額が加除訂正されている入札書 

 ⑾  誤字、脱字等により意思表示が明確でない入札書 

 ⑿  記載した文字を容易に消すことの出来る筆記用具を用いて記載した入札書 

 ⒀  記載事項を訂正し、訂正印のない入札書 

 ⒁  同一の入札書に２件以上の入札事項を連記したもの 

 ⒂  同一人物が入札した２通以上の入札書 

 ⒃  連合その他不正の行為があったと認められる入札書 

 ⒄  その他入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札書 

 ⒅  当該入札に関係のないことが記入されているもの 

12 契約に関する条件 

  契約金額（消費税込）が 2 0 0万円を超える場合には、落札者が暴力団でないこと等に

ついての誓約書等を契約締結以前に提出すること。 

13 その他留意事項 

 ⑴  提出された書類の作成に要する費用は、提出者の負担とする。 

 ⑵  提出された書類は返還しない。 

 ⑶  提出された書類に虚偽の記載をした者は、指名停止基準により６箇月の指名停止と

なり、その者のした入札は無効とする。 

 ⑷  入札者は開札後、本公告及び関係法令等の入札条件の不知又は内容の不明を理由と

して、異議を申し立てることはできない。 

 ⑸  郵便事故等により入札書が企業団へ到達しなかったことに対する異議を申し立てる

ことはできない。 



    平成25年３月15日      阪 神 水 道 企 業 団 公 報           第254号    

 - 42 - 

 ⑹  契約を締結した者は、この建設工事の一部について締結する請負契約及び資材又は

原材料の購入契約その他のこの契約の履行に伴い締結する契約（以下「下請契約等」

という。）を締結する場合において、その契約金額（同一の者と複数の下請契約等を締

結する場合は、その合計金額）が 2 0 0万円を超えるときには、その相手方が暴力団で

ないこと等についての誓約書を提出させ、当該契約書の写し（「暴力団排除に関する特

約」第３項の規定によりこの項に準じて下請契約等に定めた規定により提出させた誓

約書の写しを含む。）を企業団に提出すること。 

 

本件入札に関する問い合わせ先 

 阪神水道企業団 総務部総務課契約係 

 〒 6 5 8-0 0 7 3 兵庫県神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号 

 電  話 (0 7 8)4 3 1-1 9 0 2（直通） 

 ＦＡＸ(0 7 8)4 3 1-2 6 6 4 

                                         

阪神水道企業団公告 

 郵便応募型条件付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和2 2年政令第

1 6号。以下「自治令」という。）第167条の６及び阪神水道企業団契約規程（昭和 4 2年管

理規程第１号）第４条の規定に基づき、次のとおり公告する。 

  平成 2 5年３月８日 

                            阪神水道企業団 

                            企業長 山  中    敦   

１  入札に付する事項 

 ⑴  委  託  名    平成 2 5年度本庁舎及び送水センター等清掃業務委託 

 ⑵  委託場所   本庁舎    （神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号） 

          送水センター（西宮市上大市３丁目２番5 3号）  

          西宮ポンプ場（西宮市室川町２番3 2号）  

          送水センター所管各施設（仕様書のとおり） 

 ⑶  委託概要   本庁舎   ５回／週 

          送水センター（管理棟） １回／週 

          送水センター（構内・ポンプ室）及び西宮ポンプ場並びに配水池等

１回／隔週 

 ⑷  委託期間   平成 2 5年４月１日㈪から平成2 6年３月3 1日㈪まで 

 ⑸  支払方法   月１回払い 

 ⑹  前  金  払    なし  

 ⑺  予定価格   事後公表 

 ⑻  最低制限価格 設定なし 

２ 応募方法   単独企業による。 

３ 入札参加資格 

次に掲げる事項のいずれにも該当すること。 

 ⑴  阪神水道企業団（以下「企業団」という。）における平成 2 5・ 2 6年度競争入札参加

資格（役務：清掃）を有していること。 

 ⑵  自治令第167条の４に規定する入札参加資格制限に該当しないこと。 

 ⑶  企業団指名停止基準（以下「指名停止基準」という。）に基づく指名停止を、入札参

加申込日から開札日までの間に受けていないこと。 

 ⑷  会社更生法（平成1 4年法律第 1 5 4号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生

法（平成 1 1年法律第 225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であ

ること（会社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開

始の決定があった場合を除く。）。 

 ⑸  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第7 7号）第２条第
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６号に規定する暴力団員が役員又は代表者として、若しくは実質的に経営に関与して

いる団体、役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に

規定する暴力団又は暴力団員（以下「暴力団等」という。）に金銭的な援助を行ってい

る団体、その他暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している団体ではないこ

と。 

４ 入札に必要な書類の交付 

  企業団ホームページ（http://www.hansui.or.jp/）「入札・契約情報」内の当該入札

公告ページ（以下「入札公告ページ」という。）からダウンロードすること。ダウンロ

ードできない環境にある場合は、総務課契約係（本庁舎３階）で配付するので、事前に

連絡すること（電話(078)431－ 1902（直通））。 

５ 設計図書に関する質問 

  設計図書に関して質問があるときは、次のとおり電子メール（任意様式）により受け

付ける。ただし、電子メールできない環境にある場合は、ＦＡＸ（(0 7 8)4 3 1－ 2 6 6 4）に

より提出すること。 

 ⑴  受付期限   平成 2 5年３月 1 4日㈭ 午後５時0 0分まで 

 ⑵  送  信  先    阪神水道企業団 総務部総務課契約係 宛  

          E-mail keiyaku@hansui.or.jp 

 ⑶  回  答  日    平成 2 5年３月 1 8日㈪に入札公告ページに掲載する。ただし、入札公

告ページにて確認出来ない場合は、ＦＡＸにより回答する。 

６ 入札（郵便入札）参加申込方法 

  入札参加を希望する者は、次のとおり入札参加に必要な書類を一般書留、簡易書留及

び特定記録郵便のいずれかの方法にて郵送すること（詳細は別紙「郵便応募型入札の手

引き」を参照）。 

 ⑴  提出書類 

  ア  郵便応募型条件付き一般競争入札参加申込書（様式第１号） 

  イ  入札書（指定様式で、日付は開札日を記入すること。） 

 ⑵  提出部数 

  ア  １部  

  イ  封筒は、１件につき１件限りとする。また、封筒に入札書を２通以上入れた場合

は全ての入札書を無効とする。 

 ⑶  送  付  先    〒 6 5 8-0 0 7 3 

          神戸西岡本郵便局留 

          阪神水道企業団総務課契約係 宛  

 ⑷  受付期間   公告日から平成2 5年３月2 2日㈮まで（必着） 

７ 開札の日時、場所等 

 ⑴  日   時    平成 2 5年３月 2 5日㈪ 午後３時4 0分から 

 ⑵  場   所    神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号 

          阪神水道企業団 本庁舎１階 第２会議室 

 ⑶  開札の立会い 開札の立ち会いを希望する者は、開札立会申込書を提出すること。 

８ 入札参加資格の審査及び落札者の決定 

 ⑴  開札は指定する郵便方法で郵送された封筒が未開封であることを立会人が確認した

後に行う。 

 ⑵  入札参加者は開札に立ち会うことができる。入札参加者から立会人が居ない場合は

契約事務に関係のない企業団職員が行う。 

 ⑶  入札金額が企業団の定めた予定価格の範囲内で、かつ最低制限価格以上であるもの

のうち、最低の価格をもって入札した者（以下「最低価格入札者」という。）を落札

候補者とし、落札の決定を保留する。 

 ⑷  落札の決定を保留した後、落札候補者が入札参加資格を有する者であるかを審査す

る。 
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 ⑸  同価による最低価格入札者が２者以上ある時は、立会人がくじ引きによって審査順

位を決定する。この場合において、最低価格入札者が立会人として参加している場合

はその者にくじを引かせ、参加していない場合は契約事務に関係のない企業団職員に

くじを引かせるものとする。 

 ⑹  再入札は行わない。 

 ⑺  予定価格以下の価格をもって入札した者がいないときは、当該入札において最低の

価格をもって入札した者と随意契約に移行するものとする。 

 ⑻  審査の結果により、落札候補者の取扱いは次のいずれかによるものとする。 

  ア  落札候補者が入札参加資格を有する者であることを確認した場合は、その者を落

札者とし、直ちに落札決定を電話又は書面で通知し、契約を締結するものとする。 

  イ  落札候補者が入札参加資格を有しない者であることを確認した場合は、その者の

入札を無効とする。この場合、最低価格入札者以外の者のうち最低の価格をもって

入札した者を新たに落札候補者とし、入札参加資格の審査を行う。以後、落札者が

決定するまで同様の手続を繰り返す。 

 ⑼  入札参加資格の審査の結果、落札候補者の入札を無効にした場合には、入札を無効

にした理由を付して当該落札候補者に通知する。 

 ⑽  開札後落札決定までに、落札候補者がいずれかの入札参加資格要件を満たさなくな

った場合は入札参加資格を有しない者とみなし無効とする。 

 ⑾  落札候補者となった者は、正当な理由がある場合を除き、落札者となることを辞退

することができない。 

９ 入札保証金 

  免除  

10 契約保証金 

  保険会社との間に企業団を被保険者とする履行保証保険契約（定額てん補、付保割合

1 0 0分の５以上）を締結し、その証書を提出すること。 

11 入札の無効 

  次のいずれかに該当する入札書は無効とする。 

 ⑴  入札者の資格のない者が入札したとき。 

 ⑵  この入札に参加する複数の者の関係が、以下のアからウまでのいずれかに該当する

場合には、該当する者のした入札（該当する者が、共同企業体の代表者以外の構成員

である場合の入札を除く。）は全て無効とする。ただし、該当する者の１者を除く全

てが入札を辞退した場合には、残る１者の入札は無効とはならない。 

  ア  資本関係 

    以下のいずれかに該当する２者の場合。ただし、子会社（会社法第２条第３号及

び会社法施行規則第３条の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は子会社の一

方が会社更生法第２条第７項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又

は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除く。 

   (ア) 親会社（会社法第２条第４号及び会社法施行規則第３条の規定による親会社を

いう。以下同じ。）と子会社の関係にある場合 

   (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

  イ  人的関係 

    以下のいずれかに該当する２者の場合。ただし、 (ア)については、会社の一方が更

生会社又は 民事再生 法第２条第 ４号に規 定する再生 手続が存 続中の会社 である 場

合は除く。 

   (ア) 一方の会社の代表権を有する者（個人商店の場合は代表者。以下同じ。）が、

他方の会社の代表権を有する者を現に兼ねている場合 

   (イ) 一方の会社の代表権を有する者が、他方の会社の会社更生法第6 7条第１項又は

民事再生法第6 4条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 

  ウ  その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 
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   (ア) その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場

合 

   (イ) 中小企業等協同組合法（昭和24年法律第 1 8 1号）第３条に規定する中小企業等

協同組合とその組合員の関係にある場合 

 ⑶  持参及び指定した郵送方法以外（普通郵便、速達、小包郵便、宅急便等）の方法に

よる入札 

 ⑷  封筒に記載の案件名と同封している入札書に記載された案件名が異なるもの 

 ⑸  期限までに所定の場所に到達しなかった入札書 

 ⑹  封筒に封印のないもの 

 ⑺  入札書の様式が指定様式でない入札書 

 ⑻  記名及び押印のない入札書 

 ⑼  入札参加申込者印と異なる印を押印した入札書 

 ⑽  入札金額が加除訂正されている入札書 

 ⑾  誤字、脱字等により意思表示が明確でない入札書 

 ⑿  記載した文字を容易に消すことの出来る筆記用具を用いて記載した入札書 

 ⒀  記載事項を訂正し、訂正印のない入札書 

 ⒁  同一の入札書に２件以上の入札事項を連記したもの 

 ⒂  同一人物が入札した２通以上の入札書 

 ⒃  連合その他不正の行為があったと認められる入札書 

 ⒄  その他入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札書 

 ⒅  当該入札に関係のないことが記入されているもの 

12 契約に関する条件 

  契約金額（消費税込）が 2 0 0万円を超える場合には、落札者が暴力団でないこと等に

ついての誓約書等を契約締結以前に提出すること。 

13 その他留意事項 

 ⑴  提出された書類の作成に要する費用は、提出者の負担とする。 

 ⑵  提出された書類は返還しない。 

 ⑶  提出された書類に虚偽の記載をした者は、指名停止基準により６箇月の指名停止と

なり、その者のした入札は無効とする。 

 ⑷  入札者は開札後、本公告及び関係法令等の入札条件の不知又は内容の不明を理由と

して、異議を申し立てることはできない。 

 ⑸  郵便事故等により入札書が企業団へ到達しなかったことに対する異議を申し立てる

ことはできない。 

 ⑹  契約を締結した者は、この建設工事の一部について締結する請負契約及び資材又は

原材料の購入契約その他のこの契約の履行に伴い締結する契約（以下「下請契約等」

という。）を締結する場合において、その契約金額（同一の者と複数の下請契約等を締

結する場合は、その合計金額）が 2 0 0万円を超えるときには、その相手方が暴力団で

ないこと等についての誓約書を提出させ、当該契約書の写し（「暴力団排除に関する特

約」第３項の規定によりこの項に準じて下請契約等に定めた規定により提出させた誓

約書の写しを含む。）を企業団に提出すること。 

 

本件入札に関する問い合わせ先 

 阪神水道企業団 総務部総務課契約係 

 〒 6 5 8-0 0 7 3 兵庫県神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号 

 電  話 (0 7 8)4 3 1-1 9 0 2（直通） 

 ＦＡＸ(0 7 8)4 3 1-2 6 6 4 

                                         

阪神水道企業団公告 

 郵便応募型条件付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和2 2年政令第
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1 6号。以下「自治令」という。）第167条の６及び阪神水道企業団契約規程（昭和 4 2年管

理規程第１号）第４条の規定に基づき、次のとおり公告する。 

  平成 2 5年３月８日 

                            阪神水道企業団 

                            企業長 山  中    敦   

１  入札に付する事項 

 ⑴  委  託  名    平成 2 5年度事業場清掃業務委託 

 ⑵  委託場所   大道取水場 （大阪市東淀川区大道南２丁目９番2 0号）  

          淀川取水場 （大阪市淀川区西中島２丁目１番2 7号）  

          猪名川浄水場（尼崎市田能５丁目1 1番１号） 

          尼崎浄水場 （尼崎市南塚口町４丁目５番6 5号） 

          水質試験所 （尼崎市田能５丁目1 1番１号） 

 ⑶  委託概要   委託場所の清掃作業を行う。 

          大道取水場  １回／月 

          淀川取水場  １回／月 

          猪名川浄水場 ５回／週 

          尼崎浄水場  ５回／週～１回／月 

          水質試験所  ２回／週 

 ⑷  委託期間   平成 2 5年４月１日㈪から平成2 6年３月3 1日㈪まで 

 ⑸  支払方法   月１回払い 

 ⑹  前  金  払    なし  

 ⑺  予定価格   事後公表 

 ⑻  最低制限価格 設定なし 

２ 応募方法   単独企業による。 

３ 入札参加資格 

次に掲げる事項のいずれにも該当すること。 

 ⑴  阪神水道企業団（以下「企業団」という。）における平成 2 5・ 2 6年度競争入札参加

資格（役務：清掃）を有していること。 

 ⑵  自治令第167条の４に規定する入札参加資格制限に該当しないこと。 

 ⑶  企業団指名停止基準（以下「指名停止基準」という。）に基づく指名停止を、入札参

加申込日から開札日までの間に受けていないこと。 

 ⑷  会社更生法（平成1 4年法律第 1 5 4号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生

法（平成 1 1年法律第 225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であ

ること（会社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開

始の決定があった場合を除く。）。 

 ⑸  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第7 7号）第２条第

６号に規定する暴力団員が役員又は代表者として、若しくは実質的に経営に関与して

いる団体、役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に

規定する暴力団又は暴力団員（以下「暴力団等」という。）に金銭的な援助を行ってい

る団体、その他暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している団体ではないこ

と。 

４ 入札に必要な書類の交付 

  企業団ホームページ（http://www.hansui.or.jp/）「入札・契約情報」内の当該入札

公告ページ（以下「入札公告ページ」という。）からダウンロードすること。ダウンロ

ードできない環境にある場合は、総務課契約係（本庁舎３階）で配付するので、事前に

連絡すること（電話(078)431－ 1902（直通））。 

５ 設計図書に関する質問 

  設計図書に関して質問があるときは、次のとおり電子メール（任意様式）により受け

付ける。ただし、電子メールできない環境にある場合は、ＦＡＸ（(0 7 8)4 3 1－ 2 6 6 4）に
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より提出すること。 

 ⑴  受付期限   平成 2 5年３月 1 4日㈭ 午後５時0 0分まで 

 ⑵  送  信  先    阪神水道企業団 総務部総務課契約係 宛  

          E-mail keiyaku@hansui.or.jp 

 ⑶  回  答  日    平成 2 5年３月 1 8日㈪に入札公告ページに掲載する。ただし、入札公

告ページにて確認出来ない場合は、ＦＡＸにより回答する。 

６ 入札（郵便入札）参加申込方法 

  入札参加を希望する者は、次のとおり入札参加に必要な書類を一般書留、簡易書留及

び特定記録郵便のいずれかの方法にて郵送すること（詳細は別紙「郵便応募型入札の手

引き」を参照）。 

 ⑴  提出書類 

  ア  郵便応募型条件付き一般競争入札参加申込書（様式第１号） 

  イ  入札書（指定様式で、日付は開札日を記入すること。） 

 ⑵  提出部数 

  ア  １部  

  イ  封筒は、１件につき１件限りとする。また、封筒に入札書を２通以上入れた場合

は全ての入札書を無効とする。 

 ⑶  送  付  先    〒 6 5 8-0 0 7 3 

          神戸西岡本郵便局留 

          阪神水道企業団総務課契約係 宛  

 ⑷  受付期間   公告日から平成2 5年３月2 2日㈮まで（必着） 

７ 開札の日時、場所等 

 ⑴  日   時    平成 2 5年３月 2 5日㈪ 午後３時5 5分から 

 ⑵  場   所    神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号 

          阪神水道企業団 本庁舎１階 第２会議室 

 ⑶  開札の立会い 開札の立ち会いを希望する者は、開札立会申込書を提出すること。 

８ 入札参加資格の審査及び落札者の決定 

 ⑴  開札は指定する郵便方法で郵送された封筒が未開封であることを立会人が確認した

後に行う。 

 ⑵  入札参加者は開札に立ち会うことができる。入札参加者から立会人が居ない場合は

契約事務に関係のない企業団職員が行う。 

 ⑶  入札金額が企業団の定めた予定価格の範囲内で、かつ最低制限価格以上であるもの

のうち、最低の価格をもって入札した者（以下「最低価格入札者」という。）を落札

候補者とし、落札の決定を保留する。 

 ⑷  落札の決定を保留した後、落札候補者が入札参加資格を有する者であるかを審査す

る。 

 ⑸  同価による最低価格入札者が２者以上ある時は、立会人がくじ引きによって審査順

位を決定する。この場合において、最低価格入札者が立会人として参加している場合

はその者にくじを引かせ、参加していない場合は契約事務に関係のない企業団職員に

くじを引かせるものとする。 

 ⑹  再入札は行わない。 

 ⑺  予定価格以下の価格をもって入札した者がいないときは、当該入札において最低の

価格をもって入札した者と随意契約に移行するものとする。 

 ⑻  審査の結果により、落札候補者の取扱いは次のいずれかによるものとする。 

  ア  落札候補者が入札参加資格を有する者であることを確認した場合は、その者を落

札者とし、直ちに落札決定を電話又は書面で通知し、契約を締結するものとする。 

  イ  落札候補者が入札参加資格を有しない者であることを確認した場合は、その者の

入札を無効とする。この場合、最低価格入札者以外の者のうち最低の価格をもって

入札した者を新たに落札候補者とし、入札参加資格の審査を行う。以後、落札者が
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決定するまで同様の手続を繰り返す。 

 ⑼  入札参加資格の審査の結果、落札候補者の入札を無効にした場合には、入札を無効

にした理由を付して当該落札候補者に通知する。 

 ⑽  開札後落札決定までに、落札候補者がいずれかの入札参加資格要件を満たさなくな

った場合は入札参加資格を有しない者とみなし無効とする。 

 ⑾  落札候補者となった者は、正当な理由がある場合を除き、落札者となることを辞退

することができない。 

９ 入札保証金 

  免除  

10 契約保証金 

  保険会社との間に企業団を被保険者とする履行保証保険契約（定額てん補、付保割合

1 0 0分の５以上）を締結し、その証書を提出すること。 

11 入札の無効 

  次のいずれかに該当する入札書は無効とする。 

 ⑴  入札者の資格のない者が入札したとき。 

 ⑵  この入札に参加する複数の者の関係が、以下のアからウまでのいずれかに該当する

場合には、該当する者のした入札（該当する者が、共同企業体の代表者以外の構成員

である場合の入札を除く。）は全て無効とする。ただし、該当する者の１者を除く全

てが入札を辞退した場合には、残る１者の入札は無効とはならない。 

  ア  資本関係 

    以下のいずれかに該当する２者の場合。ただし、子会社（会社法第２条第３号及

び会社法施行規則第３条の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は子会社の一

方が会社更生法第２条第７項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又

は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除く。 

   (ア) 親会社（会社法第２条第４号及び会社法施行規則第３条の規定による親会社を

いう。以下同じ。）と子会社の関係にある場合 

   (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

  イ  人的関係 

    以下のいずれかに該当する２者の場合。ただし、 (ア)については、会社の一方が更

生会社又は 民事再生 法第２条第 ４号に規 定する再生 手続が存 続中の会社 である 場

合は除く。 

   (ア) 一方の会社の代表権を有する者（個人商店の場合は代表者。以下同じ。）が、

他方の会社の代表権を有する者を現に兼ねている場合 

   (イ) 一方の会社の代表権を有する者が、他方の会社の会社更生法第6 7条第１項又は

民事再生法第6 4条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 

  ウ  その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 

   (ア) その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場

合 

   (イ) 中小企業等協同組合法（昭和 24年法律第 1 8 1号）第３条に規定する中小企業等

協同組合とその組合員の関係にある場合 

 ⑶  持参及び指定した郵送方法以外（普通郵便、速達、小包郵便、宅急便等）の方法に

よる入札 

 ⑷  封筒に記載の案件名と同封している入札書に記載された案件名が異なるもの 

 ⑸  期限までに所定の場所に到達しなかった入札書 

 ⑹  封筒に封印のないもの 

 ⑺  入札書の様式が指定様式でない入札書 

 ⑻  記名及び押印のない入札書 

 ⑼  入札参加申込者印と異なる印を押印した入札書 

 ⑽  入札金額が加除訂正されている入札書 
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 ⑾  誤字、脱字等により意思表示が明確でない入札書 

 ⑿  記載した文字を容易に消すことの出来る筆記用具を用いて記載した入札書 

 ⒀  記載事項を訂正し、訂正印のない入札書 

 ⒁  同一の入札書に２件以上の入札事項を連記したもの 

 ⒂  同一人物が入札した２通以上の入札書 

 ⒃  連合その他不正の行為があったと認められる入札書 

 ⒄  その他入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札書 

 ⒅  当該入札に関係のないことが記入されているもの 

12 契約に関する条件 

  契約金額（消費税込）が 2 0 0万円を超える場合には、落札者が暴力団でないこと等に

ついての誓約書等を契約締結以前に提出すること。 

13 その他留意事項 

 ⑴  提出された書類の作成に要する費用は、提出者の負担とする。 

 ⑵  提出された書類は返還しない。 

 ⑶  提出された書類に虚偽の記載をした者は、指名停止基準により６箇月の指名停止と

なり、その者のした入札は無効とする。 

 ⑷  入札者は開札後、本公告及び関係法令等の入札条件の不知又は内容の不明を理由と

して、異議を申し立てることはできない。 

 ⑸  郵便事故等により入札書が企業団へ到達しなかったことに対する異議を申し立てる

ことはできない。 

 ⑹  契約を締結した者は、この建設工事の一部について締結する請負契約及び資材又は

原材料の購入契約その他のこの契約の履行に伴い締結する契約（以下「下請契約等」

という。）を締結する場合において、その契約金額（同一の者と複数の下請契約等を締

結する場合は、その合計金額）が 2 0 0万円を超えるときには、その相手方が暴力団で

ないこと等についての誓約書を提出させ、当該契約書の写し（「暴力団排除に関する特

約」第３項の規定によりこの項に準じて下請契約等に定めた規定により提出させた誓

約書の写しを含む。）を企業団に提出すること。 

 

本件入札に関する問い合わせ先 

 阪神水道企業団 総務部総務課契約係 

 〒 6 5 8-0 0 7 3 兵庫県神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号 

 電  話 (0 7 8)4 3 1-1 9 0 2（直通） 

 ＦＡＸ(0 7 8)4 3 1-2 6 6 4 

                                         

阪神水道企業団公告 

 郵便応募型条件付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和2 2年政令第

1 6号。以下「自治令」という。）第167条の６及び阪神水道企業団契約規程（昭和 4 2年管

理規程第１号）第４条の規定に基づき、次のとおり公告する。 

  平成 2 5年３月８日 

                            阪神水道企業団 

                            企業長 山  中    敦   

１  入札に付する事項 

 ⑴  起工番号   委管事第９号 

   委  託  名    エレベータ設備保守業務委託 

 ⑵  委託場所   尼崎浄水場（尼崎市南塚口町４丁目５番6 5号 ) 

 ⑶  委託概要   管理本館及び活性炭処理棟用エレベータ設備の年間保守業務を行う。 

  ア  管理本館用エレベータ（日立製） １基  

    保守点検 1 1回及び定期検査 １回  

  イ  活性炭処理棟用エレベータ（日立製） １基  
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    保守点検 1 1回及び定期検査 １回  

 ⑷  委託期間   平成 2 5年４月１日㈪から平成2 6年３月3 1日㈪まで 

 ⑸  支払方法   ２回払い（中間１回） 

 ⑹  前  金  払    なし  

 ⑺  予定価格   非公表  

 ⑻  最低制限価格 設定なし 

２ 応募方法  単独企業による。 

３ 入札参加資格 

  次に掲げる事項のいずれにも該当すること。 

 ⑴  阪神水道企業団（以下「企業団」という。）における平成 2 5・ 2 6年度競争入札参加

資格（登録工種：機械器具設置工事又は役務：設備の保守管理）を有していること。 

 ⑵  自治令第167条の４に規定する入札参加資格制限に該当しないこと。 

 ⑶  企業団指名停止基準（以下「指名停止基準」という。）に基づく指名停止を、入札参

加申込日から開札日までの間に受けていないこと。 

 ⑷  会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法

（平成 1 1年法律第 225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者である

こと（会社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開始

の決定があった場合を除く。）。 

 ⑸  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第

６号に規定する暴力団員が役員又は代表者として、若しくは実質的に経営に関与して

いる団体、役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に

規定する暴力団又は暴力団員（以下「暴力団等」という。）に金銭的な援助を行ってい

る団体、その他暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している団体ではないこ

と。 

 ⑹  平成 1 5年度以降において、国及び地方公共団体若しくはこれらに準ずる機関発注工

事の元請として、仕様書に記す設備対象機器と同等機器の保守及び定期検査の実績を

有すること。 

４ 入札に必要な書類の交付 

  企業団ホームページ（http://www.hansui.or.jp/）「入札・契約情報」内の当該入札

公告ページ（以下「入札公告ページ」という。）からダウンロードすること。ダウンロ

ードできない環境にある場合は、総務課契約係（本庁舎３階）で配付するので、事前に

連絡すること（電話(078)431－ 1902（直通））。 

５ 設計図書に関する質問 

  設計図書に関して質問があるときは、次のとおり電子メール（任意様式）により受け

付ける。ただし、電子メールできない環境にある場合は、ＦＡＸ（(0 7 8)4 3 1－ 2 6 6 4）に

より提出すること。 

 ⑴  受付期限   平成 2 5年３月 1 4日㈭ 午後５時0 0分まで 

 ⑵  送  信  先    阪神水道企業団 総務部総務課契約係 宛  

          E-mail keiyaku@hansui.or.jp 

 ⑶  回  答  日    平成 2 5年３月 1 8日㈪に入札公告ページに掲載する。ただし、入札公

告ページにて確認出来ない場合は、ＦＡＸにより回答する。 

６ 入札（郵便入札）参加申込方法 

  入札参加を希望する者は、次のとおり入札参加に必要な書類を一般書留、簡易書留及

び特定記録郵便のいずれかの方法にて郵送すること（詳細は別紙「郵便応募型入札の手

引き」を参照）。 

 ⑴  提出書類 

  ア  郵便応募型条件付き一般競争入札参加申込書（様式第１号） 

  イ  入札書（指定様式で、日付は開札日を記入すること。） 

  ウ  同種又は類似工事の施工実績（様式第２号） 
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 ⑵  提出部数 

  ア  １部  

  イ  封筒は、１件につき１件限りとする。また、封筒に入札書を２通以上入れた場合

は全ての入札書を無効とする。 

 ⑶  送  付  先    〒 6 5 8-0 0 7 3 

          神戸西岡本郵便局留 

          阪神水道企業団総務課契約係 宛  

 ⑷  受付期間   公告日から平成2 5年３月2 2日㈮まで（必着） 

７ 開札の日時、場所等 

 ⑴  日   時    平成 2 5年３月 2 5日㈪ 午後４時1 0分から 

 ⑵  場   所    神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号 

          阪神水道企業団 本庁舎１階 第２会議室 

 ⑶  開札の立会い 開札の立ち会いを希望する者は、開札立会申込書を提出すること。 

８ 入札参加資格の審査及び落札者の決定 

 ⑴  開札は指定する郵便方法で郵送された封筒が未開封であることを立会人が確認した

後に行う。 

 ⑵  入札参加者は開札に立ち会うことができる。入札参加者から立会人が居ない場合は

契約事務に関係のない企業団職員が行う。 

 ⑶  入札金額が企業団の定めた予定価格の範囲内で、かつ最低制限価格以上であるもの

のうち、最低の価格をもって入札した者（以下「最低価格入札者」という。）を落札

候補者とし、落札の決定を保留する。 

 ⑷  落札の決定を保留した後、落札候補者が入札参加資格を有する者であるかを審査す

る。 

 ⑸  同価による最低価格入札者が２者以上ある時は、立会人がくじ引きによって審査順

位を決定する。この場合において、最低価格入札者が立会人として参加している場合

はその者にくじを引かせ、参加していない場合は契約事務に関係のない企業団職員に

くじを引かせるものとする。 

 ⑹  再入札は行わない。 

 ⑺  予定価格以下の価格をもって入札した者がいないときは、当該入札において最低の

価格をもって入札した者と随意契約に移行するものとする。 

 ⑻  審査の結果により、落札候補者の取扱いは次のいずれかによるものとする。 

  ア  落札候補者が入札参加資格を有する者であることを確認した場合は、その者を落

札者とし、直ちに落札決定を電話又は書面で通知し、契約を締結するものとする。 

  イ  落札候補者が入札参加資格を有しない者であることを確認した場合は、その者の

入札を無効とする。この場合、最低価格入札者以外の者のうち最低の価格をもって

入札した者を新たに落札候補者とし、入札参加資格の審査を行う。以後、落札者が

決定するまで同様の手続を繰り返す。 

 ⑼  入札参加資格の審査の結果、落札候補者の入札を無効にした場合には、入札を無効

にした理由を付して当該落札候補者に通知する。 

 ⑽  開札後落札決定までに、落札候補者がいずれかの入札参加資格要件を満たさなくな

った場合は入札参加資格を有しない者とみなし無効とする。 

 ⑾  落札候補者となった者は、正当な理由がある場合を除き、落札者となることを辞退

することができない。 

９ 入札保証金 

  免除  

10 契約保証金 

  免除  

11 入札の無効 

  次のいずれかに該当する入札書は無効とする。 
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 ⑴  入札者の資格のない者が入札したとき。 

 ⑵  この入札に参加する複数の者の関係が、以下のアからウまでのいずれかに該当する

場合には、該当する者のした入札（該当する者が、共同企業体の代表者以外の構成員

である場合の入札を除く。）は全て無効とする。ただし、該当する者の１者を除く全

てが入札を辞退した場合には、残る１者の入札は無効とはならない。 

  ア  資本関係 

    以下のいずれかに該当する２者の場合。ただし、子会社（会社法第２条第３号及

び会社法施行規則第３条の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は子会社の一

方が会社更生法第２条第７項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又

は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除く。 

   (ア) 親会社（会社法第２条第４号及び会社法施行規則第３条の規定による親会社を

いう。以下同じ。）と子会社の関係にある場合 

   (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

  イ  人的関係 

    以下のいずれかに該当する２者の場合。ただし、 (ア)については、会社の一方が更

生会社又は 民事再生 法第２条第 ４号に規 定する再生 手続が存 続中の会社 である 場

合は除く。 

   (ア) 一方の会社の代表権を有する者（個人商店の場合は代表者。以下同じ。）が、

他方の会社の代表権を有する者を現に兼ねている場合 

   (イ) 一方の会社の代表権を有する者が、他方の会社の会社更生法第6 7条第１項又は

民事再生法第6 4条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 

  ウ  その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 

   (ア) その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場

合 

   (イ) 中小企業等協同組合法（昭和 24年法律第 1 8 1号）第３条に規定する中小企業等

協同組合とその組合員の関係にある場合 

 ⑶  持参及び指定した郵送方法以外（普通郵便、速達、小包郵便、宅急便等）の方法に

よる入札 

 ⑷  封筒に記載の案件名と同封している入札書に記載された案件名が異なるもの 

 ⑸  期限までに所定の場所に到達しなかった入札書 

 ⑹  封筒に封印のないもの 

 ⑺  入札書の様式が指定様式でない入札書 

 ⑻  記名及び押印のない入札書 

 ⑼  入札参加申込者印と異なる印を押印した入札書 

 ⑽  入札金額が加除訂正されている入札書 

 ⑾  誤字、脱字等により意思表示が明確でない入札書 

 ⑿  記載した文字を容易に消すことの出来る筆記用具を用いて記載した入札書 

 ⒀  記載事項を訂正し、訂正印のない入札書 

 ⒁  同一の入札書に２件以上の入札事項を連記したもの 

 ⒂  同一人物が入札した２通以上の入札書 

 ⒃  連合その他不正の行為があったと認められる入札書 

 ⒄  その他入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札書 

 ⒅  当該入札に関係のないことが記入されているもの 

12 契約に関する条件 

  契約金額（消費税込）が 2 0 0万円を超える場合には、落札者が暴力団でないこと等に

ついての誓約書等を契約締結以前に提出すること。 

13 その他留意事項 

 ⑴  提出された書類の作成に要する費用は、提出者の負担とする。 

 ⑵  提出された書類は返還しない。 
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 ⑶  提出された書類に虚偽の記載をした者は、指名停止基準により６箇月の指名停止と

なり、その者のした入札は無効とする。 

 ⑷  入札者は開札後、本公告及び関係法令等の入札条件の不知又は内容の不明を理由と

して、異議を申し立てることはできない。 

 ⑸  郵便事故等により入札書が企業団へ到達しなかったことに対する異議を申し立てる

ことはできない。 

 ⑹  契約を締結した者は、この建設工事の一部について締結する請負契約及び資材又は

原材料の購入契約その他のこの契約の履行に伴い締結する契約（以下「下請契約等」

という。）を締結する場合において、その契約金額（同一の者と複数の下請契約等を締

結する場合は、その合計金額）が 2 0 0万円を超えるときには、その相手方が暴力団で

ないこと等についての誓約書を提出させ、当該契約書の写し（「暴力団排除に関する特

約」第３項の規定によりこの項に準じて下請契約等に定めた規定により提出させた誓

約書の写しを含む。）を企業団に提出すること。 

 

本件入札に関する問い合わせ先 

 阪神水道企業団 総務部総務課契約係 

 〒 6 5 8-0 0 7 3 兵庫県神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号 

 電  話 (0 7 8)4 3 1-1 9 0 2（直通） 

 ＦＡＸ(0 7 8)4 3 1-2 6 6 4 

                                         

阪神水道企業団公告 

 郵便応募型条件付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和2 2年政令第

1 6号。以下「自治令」という。）第167条の６及び阪神水道企業団契約規程（昭和 4 2年管

理規程第１号）第４条の規定に基づき、次のとおり公告する。 

  平成 2 5年３月８日 

                            阪神水道企業団 

                            企業長 山  中    敦   

１  入札に付する事項 

 ⑴  件   名    自動車保険（任意保険） 一式  

 ⑵  概   要    自動車保険契約の締結（仕様書のとおり） 

 ⑶  保険期間   平成 2 5年４月 1 1日㈭午後４時0 0分から 

          平成 2 6年４月 1 1日㈮午後４時0 0分まで 

 ⑷  支払方法   一括払い 

 ⑸  前金払    なし  

 ⑹  予定価格   非公表  

 ⑺  最低制限価格 設定なし 

２ 応募方法  単独企業による。 

３ 入札参加資格 

  次に掲げる事項のいずれにも該当すること。 

 ⑴  自治令第167条の４に規定する入札参加資格制限に該当しないこと。 

 ⑵  会社更生法（平成1 4年法律第 1 5 4号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生

法（平成 1 1年法律第 225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であ

ること（会社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開

始の決定があった場合を除く。）。 

 ⑶  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第7 7号）第２条第

６号に規定する暴力団員が役員又は代表者として、若しくは実質的に経営に関与して

いる団体、役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に

規定する暴力団又は暴力団員（以下「暴力団等」という。）に金銭的な援助を行ってい

る団体、その他暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している団体ではないこ
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と。  

 ⑷  損害保険業免許を取得していること。又は損害保険業免許を取得している者と代理

店契約を締結していること。 

 ⑸  神戸市、尼崎市、西宮市及び芦屋市のいずれかに本店又は支店を有すること。 

 ⑹  平成 2 0年度以降において、国及び地方公共団体若しくはこれらに準ずる機関と契約

実績を有すること。 

４ 入札に必要な書類の交付 

  企業団ホームページ（http://www.hansui.or.jp/）「入札・契約情報」内の当該入札

公告ページ（以下「入札公告ページ」という。）からダウンロードすること。ダウンロ

ードできない環境にある場合は、総務課契約係（本庁舎３階）で配付するので、事前に

連絡すること（電話(078)431－ 1902（直通））。 

５ 入札（郵便入札）参加申込方法 

  入札参加を希望する者は、次のとおり入札参加に必要な書類を一般書留、簡易書留及

び特定記録郵便のいずれかの方法にて郵送すること（詳細は別紙「郵便応募型入札の手

引き」を参照）。 

 ⑴  提出書類 

  ア  郵便応募型条件付き一般競争入札参加申込書（様式第１号） 

  イ  入札書（指定様式で、日付は開札日を記入すること。） 

  ウ  損害保険業免許の写し又は損害保険業免許を取得している者との代理店契約書の

写し 

  エ  同種又は類似する保険の契約実績調書（様式第２号の３） 

 ⑵  提出部数 

  ア  １部  

  イ  封筒は、１件につき１件限りとする。また、封筒に入札書を２通以上入れた場合

は全ての入札書を無効とする。 

 ⑶  送  付  先    〒 6 5 8-0 0 7 3 

          神戸西岡本郵便局留 

          阪神水道企業団総務課契約係 宛  

 ⑷  受付期間   公告日から平成2 5年３月2 2日㈮まで（必着） 

６ 開札の日時、場所等 

 ⑴  日   時    平成 2 5年３月 2 5日㈪ 午後４時2 5分から 

 ⑵  場   所    神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号 

          阪神水道企業団 本庁舎１階 第２会議室 

 ⑶  開札の立会い 開札の立ち会いを希望する者は、開札立会申込書を提出すること。 

７ 入札参加資格の審査及び落札者の決定 

 ⑴  開札は指定する郵便方法で郵送された封筒が未開封であることを立会人が確認した

後に行う。 

 ⑵  入札参加者は開札に立ち会うことができる。入札参加者から立会人が居ない場合は

契約事務に関係のない企業団職員が行う。 

 ⑶  入札金額が企業団の定めた予定価格の範囲内で、かつ最低制限価格以上であるもの

のうち、最低の価格をもって入札した者（以下「最低価格入札者」という。）を落札

候補者とし、落札の決定を保留する。 

 ⑷  落札の決定を保留した後、落札候補者が入札参加資格を有する者であるかを審査す

る。 

 ⑸  同価による最低価格入札者が２者以上ある時は、立会人がくじ引きによって審査順

位を決定する。この場合において、最低価格入札者が立会人として参加している場合

はその者にくじを引かせ、参加していない場合は契約事務に関係のない企業団職員に

くじを引かせるものとする。 

 ⑹  再入札は行わない。 
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 ⑺  予定価格以下の価格をもって入札した者がいないときは、当該入札において最低の

価格をもって入札した者と随意契約に移行するものとする。 

 ⑻  審査の結果により、落札候補者の取扱いは次のいずれかによるものとする。 

  ア  落札候補者が入札参加資格を有する者であることを確認した場合は、その者を落

札者とし、直ちに落札決定を電話又は書面で通知し、契約を締結するものとする。 

  イ  落札候補者が入札参加資格を有しない者であることを確認した場合は、その者の

入札を無効とする。この場合、最低価格入札者以外の者のうち最低の価格をもって

入札した者を新たに落札候補者とし、入札参加資格の審査を行う。以後、落札者が

決定するまで同様の手続を繰り返す。 

 ⑼  入札参加資格の審査の結果、落札候補者の入札を無効にした場合には、入札を無効

にした理由を付して当該落札候補者に通知する。 

 ⑽  開札後落札決定までに、落札候補者がいずれかの入札参加資格要件を満たさなくな

った場合は入札参加資格を有しない者とみなし無効とする。 

 ⑾  落札候補者となった者は、正当な理由がある場合を除き、落札者となることを辞退

することができない。 

８ 入札保証金 

  免除  

９  契約保証金 

  免除  

10 入札の無効 

  次のいずれかに該当する入札書は無効とする。 

 ⑴  入札者の資格のない者が入札したとき。 

 ⑵  この入札に参加する複数の者の関係が、以下のアからウまでのいずれかに該当する

場合には、該当する者のした入札（該当する者が、共同企業体の代表者以外の構成員

である場合の入札を除く。）は全て無効とする。ただし、該当する者の１者を除く全

てが入札を辞退した場合には、残る１者の入札は無効とはならない。 

  ア  資本関係 

    以下のいずれかに該当する２者の場合。ただし、子会社（会社法第２条第３号及

び会社法施行規則第３条の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は子会社の一

方が会社更生法第２条第７項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又

は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除く。 

   (ア) 親会社（会社法第２条第４号及び会社法施行規則第３条の規定による親会社を

いう。以下同じ。）と子会社の関係にある場合 

   (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

  イ  人的関係 

    以下のいずれかに該当する２者の場合。ただし、 (ア)については、会社の一方が更

生会社又は 民事再生 法第２条第 ４号に規 定する再生 手続が存 続中の会社 である 場

合は除く。 

   (ア) 一方の会社の代表権を有する者（個人商店の場合は代表者。以下同じ。）が、

他方の会社の代表権を有する者を現に兼ねている場合 

   (イ) 一方の会社の代表権を有する者が、他方の会社の会社更生法第6 7条第１項又は

民事再生法第6 4条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 

  ウ  その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 

   (ア) その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場

合 

   (イ) 中小企業等協同組合法（昭和 24年法律第 1 8 1号）第３条に規定する中小企業等

協同組合とその組合員の関係にある場合 

 ⑶  持参及び指定した郵送方法以外（普通郵便、速達、小包郵便、宅急便等）の方法に

よる入札 



    平成25年３月15日      阪 神 水 道 企 業 団 公 報           第254号    

 - 56 - 

 ⑷  封筒に記載の案件名と同封している入札書に記載された案件名が異なるもの 

 ⑸  期限までに所定の場所に到達しなかった入札書 

 ⑹  封筒に封印のないもの 

 ⑺  入札書の様式が指定様式でない入札書 

 ⑻  記名及び押印のない入札書 

 ⑼  入札参加申込者印と異なる印を押印した入札書 

 ⑽  入札金額が加除訂正されている入札書 

 ⑾  誤字、脱字等により意思表示が明確でない入札書 

 ⑿  記載した文字を容易に消すことの出来る筆記用具を用いて記載した入札書 

 ⒀  記載事項を訂正し、訂正印のない入札書 

 ⒁  同一の入札書に２件以上の入札事項を連記したもの 

 ⒂  同一人物が入札した２通以上の入札書 

 ⒃  連合その他不正の行為があったと認められる入札書 

 ⒄  その他入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札書 

 ⒅  当該入札に関係のないことが記入されているもの 

11 契約に関する条件 

  契約金額（消費税込）が 2 0 0万円を超える場合には、落札者が暴力団でないこと等に

ついての誓約書等を契約締結以前に提出すること。 

12 その他留意事項 

 ⑴  提出された書類の作成に要する費用は、提出者の負担とする。 

 ⑵  提出された書類は返還しない。 

 ⑶  提出された書類に虚偽の記載をした者は、指名停止基準により６箇月の指名停止と

なり、その者のした入札は無効とする。 

 ⑷  入札者は開札後、本公告及び関係法令等の入札条件の不知又は内容の不明を理由と

して、異議を申し立てることはできない。 

 ⑸  郵便事故等により入札書が企業団へ到達しなかったことに対する異議を申し立てる

ことはできない。 

 

本件入札に関する問い合わせ先 

 阪神水道企業団 総務部総務課契約係 

 〒 6 5 8-0 0 7 3 兵庫県神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号 

 電  話 (0 7 8)4 3 1-1 9 0 2（直通） 

 ＦＡＸ(0 7 8)4 3 1-2 6 6 4 

                                         

阪神水道企業団公告 

 事後審査型条件付き一般競争入札により契約を締結するので、次のとおり公告する。 

 本入札案件は兵庫県電子入札共同運営システム（以下「電子入札システム」という。）を

利用して行う電子入札案件であり、入札に関する手続については、「兵庫県電子入札共同運

営システム利用規約」及び「兵庫県電子入札共同運営システム阪神水道企業団運用基準」

に従って行う。 

  平成 2 5年３月８日 

                            阪神水道企業団 

                            企業長 山  中    敦   

１  入札に付する事項 

 ⑴  起工番号   委管事第１号 

   委  託  名    沈澱池トラフ清掃業務委託 

 ⑵  委託場所   猪名川浄水場（尼崎市田能５丁目1 1番１号） 

          尼崎浄水場（尼崎市南塚口町４丁目５番6 5号）  

 ⑶  委託概要   猪名川浄水場のⅠ・Ⅲ系沈澱池（1 5池）のトラフ及び傾斜管の清掃
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並びに、尼崎浄水場の沈澱池（８池）のトラフ及び傾斜板の清掃を行

う。 

  ア  猪名川浄水場 Ⅰ系トラフ・傾斜管清掃作業 5 6回  

           Ⅲ系トラフ・傾斜管清掃作業 6 4回  

           Ⅰ系トラフ清掃作業 ４回  

           Ⅲ系トラフ清掃作業 ４回  

  イ  尼崎浄水場  トラフ・傾斜板清掃作業 6 4回  

           トラフ清掃作業 ４回 

 ⑷  委託期間   平成 2 5年４月１日㈪から平成2 6年３月3 1日㈪まで 

 ⑸  支払方法   ２回払い（中間１回） 

 ⑹  前  金  払    なし  

 ⑺  予定価格   事後公表 

 ⑻  最低制限価格 設定なし 

２ 応募方法  単独企業による。 

３ 入札参加資格 

  次に掲げる事項のいずれにも該当すること。 

 ⑴  阪神水道企業団（以下「企業団」という。）における平成 2 5・ 2 6年度競争入札参加

資格（役務：清掃）を有していること 

 ⑵  地方自治法施行令（昭和 2 2年政令第 1 6号）第 167条の４に規定する入札参加資格制

限に該当しないこと。 

 ⑶  企業団指名停止基準に基づく指名停止を、入札参加申込日から開札日までの間に受

けていないこと。 

 ⑷  会社更生法（平成1 4年法律第 1 5 4号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生

法（平成 1 1年法律第 225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であ

ること（会社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開

始の決定があった場合を除く。）。 

 ⑸  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第

６号に規定する暴力団員が役員又は代表者として、若しくは実質的に経営に関与して

いる団体、役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に

規定する暴力団又は暴力団員（以下「暴力団等」という。）に金銭的な援助を行ってい

る団体、その他暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している団体ではないこ

と。 

４ 入札に必要な書類の交付 

  企業団ホームページ（http://www.hansui.or.jp/）「入札・契約情報」内の当該入札公

告ページ（以下「入札公告ページ」という。）からダウンロードすること。 

５ 設計図書に関する質問 

  設計図書に関して質問があるときは、電子入札システム上の質問回答機能によらず、

次のとおり電子メール（入札公告ページに掲載の指定様式）により受け付ける。 

 ⑴  受付期限   平成 2 5年３月 1 4日㈭ 午後５時0 0分まで 

 ⑵  送  信  先    阪神水道企業団 総務部総務課契約係 宛  

          E-mail keiyaku@hansui.or.jp 

 ⑶  回  答  日    平成 2 5年３月 1 8日㈪に入札公告ページに掲載する。 

６ 入札参加申込方法 

  入札参加を希望する者は、次のとおり入札参加に必要な書類を電子入札システムによ

り送信すること。 

 ⑴  提出書類 

   条件付き一般競争入札参加申込書（様式第１号。申込者の印を押印のこと。） 

 ⑵  受付期間   公告日から平成2 5年３月2 2日㈮まで（土曜日、日曜日及び祝日を除

く。）電子入札システムの稼働時間内（午前９時0 0分から午後８時0 0分。
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ただし、最終日は午後５時0 0分まで） 

７  紙入札（紙の入札書を提出して行う入札をいう。以下同じ。）による入札参加申込方法 

  やむを得ない事情により電子入札システムを使用して入札に参加できない場合は、次

のとおり紙入札参加に必要な書類を持参により提出すること。郵送は認めない。 

 ⑴  提出書類 

  ア  紙入札参加承認願（様式第５号。電子入札システムを使用できない理由を記載の

こと。） 

  イ  上記６⑴に示す提出書類 

 ⑵  受付期間   公告日から平成2 5年３月2 1日㈭まで（土曜日、日曜日及び祝日を除

く。）毎日午前９時3 0分から午後４時3 0分まで（午前1 1時 3 0分から午後

１時3 0分までを除く。） 

 ⑶  提出場所   本庁舎  ３階  総務部総務課契約係 

          神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号 

８  入札書提出期間及び方法 

 ⑴  電子入札システムにより入札する場合 

  ア  提出期間   第１日目平成2 5年３月2 5日㈪午前９時0 0分から午後８時0 0分まで 

           第２日目平成2 5年３月2 6日㈫午前９時0 0分から午後３時0 0分まで 

  イ  方   法    電子入札システムにより、入札書に工事費内訳書（設計書様式第

３号の２甲及び乙に示す様式）を添付して送信すること。入札書、

入札書受信確認通知及び入札書受付票は控えとして印刷し保存する

こと。 

 ⑵  紙入札により入札する場合（紙入札の承認を得た場合に限る。） 

  ア  提出期限   入札日第２日目の午後３時0 0分まで 

  イ  方   法    本庁舎３階総務部総務課契約係まで入札書及び工事費内訳書を持

参により提出すること。郵送は認めない。 

９ 開札日時、場所及び落札候補者決定の方法 

 ⑴  開札日時   平成 2 5年３月 2 7日㈬ 午前９時3 0分から 

 ⑵  落札候補者の決定方法 

  ア  入札金額が企業団の定めた予定価格の範囲内で、最低の価格をもって入札した者

（以下「最低価格入札者」という。）を落札候補者とし、落札の決定を保留する。 

  イ  同価による最低価格入札者が２者以上いるときは、電子入札システムの抽選機能

により落札候補者を決定する。 

  ウ  再入札は原則１回とする。再入札に参加する者は、再入札通知書発行後3 0分以内

に入札書を再度送信すること。同時刻までに再入札がない者は入札を辞退したもの

とみなす。 

 ⑶  開札結果の通知 

   開札後、開札結果に応じて、次の通知書を電子入札システムにより発行するので、

その内容を確認し、印刷して保存すること。 

  ア  落札候補者がある場合  「調査・保留通知書」 

  イ  入札を打ち切る場合   「取止め通知書」 

  ウ  再入札の場合      「再入札通知書」 

1 0 落札候補者に対する入札参加資格の審査及び落札者の決定 

 ⑴  入札参加資格の審査結果により、落札候補者の取扱いは次のいずれかによるものと

する。 

  ア  落札候補者が入札参加資格を有する者であることを確認した場合は、その者を落

札者と決定する。 

  イ  落札候補者が入札参加資格を有しない者であることを確認した場合は、当該落札

候補者の入札を無効とする。この場合、当該落札候補者以外の者のうち最低の価格

をもって入札した者を新たに落札候補者とし、入札参加資格の審査を行う。以後、
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落札者が決定するまで同様の手続を繰り返す。 

 ⑵  審査の結果、落札候補者の入札を無効にした場合には、入札を無効にした理由を付

して当該落札候補者に通知する。 

 ⑶  落札候補者は、正当な理由がある場合を除き、落札者となることを辞退することが

できない。 

1 1 入札保証金 

  免除  

1 2 契約保証金 

  保険会社との間に企業団を被保険者とする履行保証保険契約（定額てん補、付保割合

1 0 0分の５以上）を締結し、その証書を提出すること。 

1 3 入札の無効 

  次のいずれかに該当する入札書は無効とする。 

 ⑴  入札者及びその代理人が他の入札の代理人となり、又は数人共同して入札をしたと

き。 

 ⑵  入札者の資格のない者が入札したとき。 

 ⑶  この入札に参加する複数の者の関係が、以下のアからウまでのいずれかに該当する

場合には、該当する者のした入札（該当する者が、共同企業体の代表者以外の構成員

である場合の入札を除く。）は全て無効とする。ただし、該当する者の１者を除く全て

が入札を辞退した場合には、残る１者の入札は無効とはならない。 

  ア  資本関係 

    以下のいずれかに該当する２者の場合。ただし、子会社（会社法第２条第３号及

び会社法施行規則第３条の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は子会社の一方

が会社更生法第２条第７項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）又は民

事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除く。 

   (ア) 親会社（会社法第２条第４号及び会社法施行規則第３条の規定による親会社を

いう。以下同じ。）と子会社の関係にある場合 

   (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

  イ  人的関係 

    以下のいずれかに該当する２者の場合。ただし、 (ア)については、会社の一方が更

生会社又は 民事再生 法第２条第 ４号に規 定する再生 手続が存 続中の会社 である 場

合は除く。 

   (ア) 一方の会社の代表権を有する者（個人商店の場合は代表者。以下同じ。）が、

他方の会社の代表権を有する者を現に兼ねている場合 

   (イ) 一方の会社の代表権を有する者が、他方の会社の会社更生法第6 7条第１項又は

民事再生法第64条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 

  ウ  その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 

   (ア) その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場

合 

   (イ) 中小企業等協同組合法（昭和 2 4年法律第 1 8 1号）第３条に規定する中小企業等

協同組合とその組合員の関係にある場合 

 ⑷  前各号に掲げる者のほか、特に指定した事項に違反したとき。 

1 4 契約に関する条件 

  契約金額（消費税込）が 2 0 0万円を超える場合には、落札者が暴力団でないこと等に

ついての誓約書等を契約締結以前に提出すること。 

1 5 その他留意事項 

 ⑴  提出された書類の作成に要する費用は、入札参加者の負担とする。 

 ⑵  提出された書類は返却しない。 

 ⑶  提出された書類に虚偽の記載をした者は、指名停止基準により６箇月の指名停止と

なり、その者のした入札は無効とする。 
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 ⑷  入札者は開札後、本公告及び関係法令等の入札条件の不知又は内容の不明を理由と

して、異議を申し立てることはできない。 

 ⑸  契約を締結した者は、この建設工事の一部について締結する請負契約及び資材又は

原材料の購入契約その他のこの契約の履行に伴い締結する契約（以下「下請契約等」

という。）を締結する場合において、その契約金額（同一の者と複数の下請契約等を締

結する場合は、その合計金額）が200万円を超えるときには、その相手方が暴力団でな

いこと等についての誓約書を提出させ、当該契約書の写し（「暴力団排除に関する特約」

第３項の規定によりこの項に準じて下請契約等に定めた規定により提出させた誓約書

の写しを含む。）を企業団に提出すること。 

本件入札に関する問い合わせ先 

 阪神水道企業団 総務部総務課契約係 

 〒 6 5 8-0 0 7 3 兵庫県神戸市東灘区西岡本３丁目2 0番１号 

 電  話 (0 7 8)4 3 1-1 9 0 2（直通） 

 ＦＡＸ(0 7 8)4 3 1-2 6 6 4 

                                          


